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決算特別委員会会議録 
 

平成２３年１０月２６日（水） 

（開 会）  １０：００ 

（閉 会）  １６：１７ 

○委員長 
 ただいまから平成２２年度決算特別委員会を開会いたします。 
「認定第１号 平成２２年度飯塚市一般会計歳入歳出決算の認定」を議題といたします。第

５款 労働費、第６款 農林水産業費、及び第７款 商工費、１９６ページから２１４ページ

までの質疑を許します。まず質疑事項一覧表に記載されております、１９６ページ、宮嶋委員

に質疑を許します。 
○宮嶋委員 
 １９６ページ、旧特定地域開発就労事業従事者暫定就労事業費、生活相談員活動についてお

尋ねいたします。この相談活動はどこでされているのか、それをまず教えてください。 
○土木建設課長 
 相談活動は飯塚集会所に５名、穂波支所に１名、筑穂人権センターに１名、旧庄内町の立集

会所に１名、旧頴田町の石丸相談員事務所に１名でございます。 
○宮嶋委員 
 ９名ということですかね。相談件数と主な内容を教えてください。 
○土木建設課長 
 相談件数は平成２２年度の受付件数が合計１,４８５件あっております。相談内容につきまし
ては雇用に関することが７６１件で、生活全般に関することが６３６件で、公共機関等の事務

手続に関することが８８件となっております。 
○宮嶋委員 
 相談員の方はどういう方でしょうか。 
○土木建設課長 
 相談員の方は事業に精通しており、相談を行う者が気軽に話せることが重要なため、経験が

あり、昨年まで委嘱していた生活相談員９名に引き続きお願いしております。 
○宮嶋委員 
 いわゆる特定開発就労事業にかかわってこられた方ということですね。これは暫定就労事業

というふうに銘うってありますが、この事業、相談活動はいつまで行われるんでしょうか。 
○土木建設課長 
 平成２２年度で終了いたしました。 
○委員長 
 １９８ページ、永末委員に質疑を許します。 
○永末委員 
 １９８ページの緊急雇用創出事業委託料のコミュニティ・ビジネス創出支援事業の１９８万

円の分でご質問させていただきます。まず、コミュニティ・ビジネス創出支援事業の目的をお

聞かせください 
○中心市街地活性化推進課長 
 中心商店街が抱える大きな問題につきましては、空き店舗数が増加し、空洞化が進展してい

るということでございます。この問題を解決するために中心商店街の空き店舗を借り上げまし

て、そこを調査活動の拠点とし、中心市街地における商店街の空き店舗の実態調査や効果的な

空き店舗対策事業の立案のための基礎資料を作成しまして、ＮＰＯとの連携により中心市街地
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の活性化を図るというものでございます。 
○永末委員 
 請負者及び委託期間はどのようになってますでしょうか。 
○中心市街地活性化推進課長 
 まず請負者でございますが、飯塚市本町８番２８号、特定非営利活動法人 筑前の国シュガ

ーロード飯塚宿代表理事 前田精一氏でございます。契約期間につきましては平成２２年１０

月１６日から平成２３年３月３１日まででございます。 
○永末委員 
 この請負者の選定方法はどのようになっておるんでしょうか。このＮＰＯ法人というのはど

のような活動をされている団体でしょうか。 
○中心市街地活性化推進課長 
 選定でございますけども、このＮＰＯにつきましては商店街の人口推移などを分析した実績

を持っておりまして、過去に２度中心市街地活性化のシンポジウムを開催するとともに中心市

街地に拠点を置き、近畿大学教授や商店街連合会会長等を構成員としましてまちづくり活動を

積極的に行っている法人でございますので、そこと一緒に取り組んでいくということで実績を

上げていきたいと考えておりますので、この法人と随意契約をいたしております。この団体で

ございますが、この法人につきましては平成２０年２月１３日に設立認証を得ておりまして、

その活動目的といたしましては飯塚市におけるまちづくりの総合的な政策立案を得るプロデュ

ース、また歴史的、文化的遺産の保護を図るとともに各自の地域通貨を創設すること及び地域

の施設を密接に結びつけ広域に及ぶ経済システムを構築する、また地域の特色を生かした商品、

サービスを開発し、飯塚市の経済発展に寄与するとともに豊かなまちづくりを創造するという

ことを目的にされております。 
○永末委員 
 緊急雇用創出支援事業ということでされていらっしゃると思うんですけれども、実際に創出

された雇用について具体的にお答えください。 
○中心市街地活性化推進課長 
 ３人の方が雇用されておりまして、中身としましては事務員として雇用されております。１

人につきましては平成２２年１１月８日から翌年の３月３１日までの９９日間、１人は平成２

３年３月１日から同年３月３１日までの１８日間、残る１人は同じく平成２３年３月１日から

３月３１日までの２０日間雇用されております。 
○永末委員 
 分かりました。ありがとうございます。 
続きまして、ふるさと雇用再生事業委託料の販路開拓のほう、債務負担行為分ですね。そち

らについてお尋ねしたいと思います。１６８０万円ほどあがっていると思うんですけども、こ

の事業内容をお聞かせ下さい。 
○商工観光課長 
 この販路開拓事業につきましては、国の緊急雇用特例交付金を活用いたしましたふるさと雇

用再生事業の１つとして実施している事業でございます。地域で湧き出す良質な天然水や地域

農産物を使用して開発されました豆腐、おからなどの商品の販売を、空き店舗を活用して販路

開拓を行うものでございます。この事業は平成２１年度から平成２３年度の３カ年事業として

実施しており、延べ１２名の雇用と延べ２,１６０日の雇用日数を見込んでおり、平成２２年度
の実績は５名の雇用と９７３日の雇用日数となっております。 
○永末委員 
 これはどちらかに委託されての事業ということなんですか。先ほどのようにＮＰＯ法人とか
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そういった。 
○商工観光課長 
 この事業は株式会社ワイエスピーへ委託事業ということで実施しております。 
○永末委員 
 これも先ほどと同じような形で随契といいますか、そういった形での契約形態になっておる

んでしょうか。 
○商工観光課長 
 この事業につきましては債務負担行為ということで、平成２１年１２月１日号の市報及びホ

ームページにおきまして公募を図り、プレゼンテーションを経まして、その内容を審査したの

ち、県のほうへ内容協議をいたしまして業者を決定したような形で業者選定を行っております。 
○永末委員 
 最後にちょっと質問させていただきます。このふるさと雇用再生事業の分の販路開拓で３年

間ほどやられてきていると思うんですけれども、実際に１,１６０日の雇用日数を見込まれて平
成２２年度の実績は５名の雇用と９７３日の雇用日数となっておりますけども、実際にこうい

った事業をされてみて効果というか、どのような形で感じられておるでしょうか。 
○商工観光課長 
 このふるさと雇用再生事業の事業実施の主旨としましては、生まれ育ったふるさとでの就職

を希望していても受け入れ先と申しますか、就職先がない地域におきまして創意工夫により地

域で継続して働く場の創出ということになっておりますので、今回３カ年事業で延べ１２名の

雇用が創出されたということで、有効な事業というふうに考えております。 
○委員長 
 次に行きます。１９６ページ、宮嶋委員に質疑を許します。 
○宮嶋委員 
 １９６ページ、今の質問と同じ項目のとこなんですが、一つ一つ聞きたいところなんですけ

ども今２つばかり聞かれましたので、いわゆる草刈りだとか墓地の整理だとかそういう部分に

ついてどのくらいの雇用があったのか、教えてください。 
○商工観光課長 
 平成２２年度におけます緊急雇用創出事業の延べ件数は、先ほどお話がありました直接雇用

と委託を合わせまして計２１事業を実施しております。その中で総事業費といたしましては１

億５５７２万２４０３円、実人員２０６名、延べ日数１５,２０９日となっております。 
○宮嶋委員 
 この大変な雇用状況の中で大変良い取り組みだというふうに思いますが、これは引き続き平

成２３年度、２４年度にも引き継がれていくものなんでしょうか。 
○商工観光課長 
 この緊急雇用創出事業につきましては平成２３年度、本年度をもって終了の予定でございま

す。国におきましては今回の補正予算において新聞報道によりますと約２０００億円の補正予

算が計上させておりますが、県との情報交換の中ではそのほとんどが東北地方の雇用というこ

とで考えられているということで、九州、福岡等の配分等は非常に厳しいんではないかという

報告を受けております。 
○宮嶋委員 
 できれば続けていただきたいですが、１億５千万円とおっしゃいましたかね、経済効果とい

うのはどういうふうに考えてありますか。 
○商工観光課長 
 経済効果につきましては具体的な数値は持ち合わせておりませんが、雇用により１億５千万
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円の賃金を支払いましたので、その倍以上の波及効果といいますか、そういうものはあるので

はないかとは思っておりますが、申し訳ございませんが数値的なものは持ち合わせておりませ

ん。 
○委員長 
 ２００ページ、坂平委員に質疑を許します。 
○坂平委員 
 この農業集落排水事業は３５２ページの特別会計繰入金のところで併せて聞かせていただき

ます。 
○委員長 
 ２０２ページ、宮嶋委員に質疑を許します。 
○宮嶋委員 
 それでは２０２ページ、農業振興費の農業後継者育成対策事業費補助金ですが、農業後継者

を本当に育成するというお考えがあるのかなというような金額だというふうに思います。この

内容についてお願いいたします。 
○農林課長 
 現在の農業の情勢はご承知のとおり大変厳しいものがございます。極めて不透明感のある農

業構造の中で、なかなかこの後継者の育成というのが進まない状況でございます。このような

中で若手農業者の育成は緊急に行わなければならない課題であるというふうに考えております。

そこで市の独自の施策といたしまして、若い農業者の減少に対処するため次代を担う農業者の

育成を図る目的で交付するものでございます。具体的には農業後継者の知識・技術の向上、検

討あるいは視察等を行っているものでございます。 
○宮嶋委員 
 この１４万４千円で何人の若者がそういう勉強をされているのか、お願いします。 
○農林課長 
 現在１１人がおられます。 
○宮嶋委員 
 この方達、自分達の会費とかその他の収入とかいうのもあるんですか。 
○農林課長 
 ＪＡのほうから同額の１４万４千円、それから会員の皆さんから６６,０００円が納入をされ
ております。 
○宮嶋委員 
 いま本当に農業後継者の育成というのはどこでも大変で、私の知っている農家の方も子ども

が農業高校に行きたいと言ったら、それだけはやめてくれと言ったというお話を聞きました。

本来、自分の跡を継いでくれる子どもが出てきたら喜ばしいことなのに、こういうことを言わ

なければならなかった親御さんの気持ちも考えると、ぜひ農業で頑張っていこうという若者を

もっと応援するために、もっと補助金を出すべきじゃないかなと思いますが、いかがでしょう

か。 
○農林課長 
 先ほど申しましたけども、非常に厳しい状況にあるということは十分承知をしているつもり

でございます。今ご指摘いただきましたことを含めまして検討させていただきたいと思います。 
○宮嶋委員 
 よろしくお願いいたします。 
○委員長 
 ２０２ページ、永末委員に質疑を許します。 
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○永末委員 
 ２０２ページ、農業振興費の有害鳥獣駆除対策事業費補助金についてご質問させていただき

ます。平成２２年度に７３２万円ほどの金額があがっておりますけれども、イノシシ等を捕獲

した分を市のほうで補助するといいますか、そういった形だと思うんですけども、私も庄内の

方でかなりイノシシの被害がいたる所で出てきていまして、対策を頼まれることも多いのです

けれども、ここ３年間でよろしいんですが、被害の状況をどのようにとらえられているでしょ

うか。また、具体的に捕らえられたイノシシの頭数といいますか、その推移が分かれば３年間

ほどお願いします。 
○農林課長 
 被害の状況でございますが、捕獲状況は平成２０年度が５６９頭、それから２１年度が６８

５頭、そして２２年度が８９５頭捕獲をいたしております。いま申し上げましたように年々イ

ノシシの捕獲頭数が増えているという状況でございます。 
○永末委員 
 被害の状況など何か具体的なものはありますか。 
○農林課長 
 あくまでも推計でございますけども、平成２０年度の農産物の被害額でございますが、１７

８５万４千円、それから２１年度が２０３１万８千円、そして２２年度が２２５０万９千円で

ございます。面積につきましては２０年度が１,８３５アール、２１年度が１,８０６アール、
２２年度が２,１１７アールでございます。 
○永末委員 
 農業をされていらっしゃる方にとって、やはりこのイノシシの被害といいますか、そういっ

たところは本当に由々しき問題になっていると思います。今ご回答いただきましたとおり、平

成２０年度、２１年度、２２年度と右肩上がりで捕獲頭数も増えていますし、被害額も増えて

いるような状況でございます。こういった状況に対して、今の補助金の内容で今後の対策がと

っていけるのかどうかということについて、どのように考えられておるのかお聞かせください。 
○農林課長 
 具体的な対策といたしましては、先ほど申し上げました捕獲を今後とも続けていく必要があ

るというふうに考えております。それから捕獲と同時に侵入を防止する措置もあわせて必要で

あると。具体的には侵入防止柵、あるいは電気柵等を設置する必要がございますが、これにつ

きましてはかなりの経費が伴いますことから、国の補助を受けていただくということになると

考えております。いずれにいたしましても、今後とも侵入防止、捕獲を同時に進めて行く必要

があるというふうに考えております。 
○永末委員 
 その防止柵と言われましたが、防止柵の設置の進捗状態について今後の予定といいますか、

分かる範囲でよろしいですけども、ご回答いただければと思います。 
○農林課長 
 本年度予定されていますのが八木山地区とそれから庄内地区に、それぞれ侵入防止柵が国庫

補助に基づきまして設置をされる予定になっております。 
○永末委員 
 今後も対策のほうをよろしくお願いします。最後になりますけれども、佐賀県の武雄市など

では捕らえたイノシシ肉を販売して、それを売上げとしてあげているような一石二鳥のような

形で取り組みもされています。ぜひ飯塚市でもそういった取り組みもしていただければと思い

ますので、要望としてあげておきます。よろしくお願いします。 
○委員長 
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 ２０２ページ、永末委員に質疑を許します。 
○永末委員 
 農業振興費の担い手育成確保対策事業費補助金についてお聞きします。先ほど宮嶋委員から

同趣旨の形で質疑がありましたので短くさせていただきますが、お考えをちょっと聞きたいん

ですけども、担い手への育成が進みにくい状況の分析をどのようにされていますでしょうか。 
○農林課長 
 先ほども申し上げましたけれども、まずは農業が残念ながら儲からないという現実があるこ

とが、もっとも担い手が出てこられないということであろうとかと思います。国のほうでは当

然、諸々の措置がとられておるわけですけれども、それからもう一点はいわゆるその農地の確

保がなかなか難しいという現状があろうというふうに思います。以上のことから新規の就農が

進まない。高齢化、後継者不足が最も大きな問題となっているというところでございます。 
○永末委員 
 分かりました。受け入れ側、入る側のどちらもなかなかそのマッチしないといいますか、そ

この部分が難しいように感じます。後継者が不足している一方で、実際に雇用がないというの

は、矛盾する状況が生じていますので、農業という場で雇用を創出させるといいますか、そう

いう形でぜひ取り組んでいっていただきたいと思います。ひとつの対策として、やはり受け入

れる側がある程度それなりの規模を持っていないとできないと思いますので、農業の法人化、

雇用の促進、そういったものをやはり市として支援していただけるような取り組みをお願いし

たいと思います。 
○委員長 
 ２０２ページ、２０４ページ、２２０ページ、２２２ページ、宮嶋委員に質疑を許します。 
○宮嶋委員 
 排水機場ということで通告を出しておりました。こんなにたくさんの排水機場があると驚い

たんですが、全体として排水機場の点検、これがどういう形で行われているのかお願いいたし

ます。 
○土木管理課長 
 排水機場の通常におけます維持、管理、点検につきまして説明させていただきます。排水機

場の施設につきましては、ポンプ等の機械設備、操作板等の電気施設、燃料タンクなどがあり

ます。それぞれの専門メーカーに年１度、梅雨前に保守点検の委託を行っております。また月

１度、操作員によります簡易点検を行い、適正な維持管理に務めております。なお、この保守

点検につきましては、国と市別々の施設についてそれぞれ委託を行っているところでございま

す。 
○宮嶋委員 
 年１回、梅雨の前に点検するということですが、排水機場の点検は水がいっぱいにならない

と動かないので、なかなかできないというふうに聞いたんですが、水がなくてもきっちとでき

ているんですかね。 
○土木管理課長 
 基本的に水がいっぱいないとできない状況でございますけど、部分的にエンジンがかけられ

る装置ができておりますので、クラッチといいますか、それをはずしてできるようになってお

りますので、エンジンをかける部分については梅雨前にきちっとした形での点検ができており

ます。 
○宮嶋委員 
 実際には水は動かないけれどもエンジンがきちっと動くかどうか、いわゆる燃料タンクの点

検だとかそういうことをやっているということですね。委託先はそこそこの管理によっていろ
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いろ違うと思うんですが、この契約は１年契約とか、大体決まっているんですかね。 
○土木管理課長 
 委託につきましては１年契約でございます。資料で出させていただいております１０２ペー

ジのほうに、過去５年間分の委託料推移というものをつけておりますので、ご参照していただ

けたら幸いと思います。 
○委員長 
 ２０４ページ、宮嶋委員に質疑を許します。 
○宮嶋委員 
 ２０４ページ、農業土木費の耕作放棄状況についてということでお尋ねをいたします。資料

によりますと、９３ページですかね、耕作放棄地が減っているという数字になっているんです

が、この説明をお願いいたします。 
○農林課長 
 耕作放棄地の面積につきましては平成２０年度に調査が開始されておりますが、平成２０年

度につきましては穂波地区、筑穂地区の一部、庄内地区、頴田地区の調査の分でございます。

２１年度につきましては残りの飯塚地区、筑穂地区の一部が終了いたしております。しかしな

がら平成２１年１２月に農地法が改正されまして、調査の方法が変更になっております。この

変更によりまして、それまでの２分割の調査方法から３分割への調査方法に変わっております。

具体的にこの現象の理由としましては、耕作放棄地の解消というのは一方で進められておりま

すけれども、保全管理になったということで減少したものというふうに考えております。 
○宮嶋委員 
 ちょっと最後の意味がわからなかったんですが、２段階から３段階に変わったことで減った

というふうに考えていいんですか。 
○農林課長 
 いくつかの要因が考えられるというふうに考えておりますけども、１つの要因といたしまし

て、この表でありますのは耕作放棄地面積とそれから非農地面積と２つになっております。こ

れが法改正によりまして、直ちに耕作することが可能な土地、それから直ちに耕作することは

できないが整備をすることによって耕作することが可能な土地、そして最後に農地に該当しな

いと判断される土地というふうに、３つに分かれたということでございます。これが１つ考え

られることなんですけど、これとあわせまして一方で耕作放棄地の解消にそれぞれ農家の皆さ

んにご協力いただいておるところでございますが、その中で保全管理ということで一定の耕作

放棄地が解消されたという農地もあるということで、それらをいろいろ総合的に結果的に数字

として出てきましたのが減ったというふうに考えております。 
○宮嶋委員 
 放棄地がふえるだけじゃなくて、いろんな努力で改善されて耕作ができるような状況になっ

ているということと、先ほど３段階で言われました、直ちに手を入れれば使えるという所も放

棄地というところからは外されたと、そういう理解でいいですか。 
○農林課長 
 そのとおりでございます。 
○宮嶋委員 
 若手がなかなか育っていかないということと、これが全部高齢化のためだけではない、離農

だとかいろんな問題もあると思いますが、高齢化で畑、田んぼをつくる方が減ってきていると

いう状況の中で、感覚的にはふえているような状況に私の目には映っております。ぜひ今言わ

れたような努力をされて、この面積が減っていくようにですね、頑張っていただきたいという

ことを申し上げて、これで終わります。 
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○委員長 
 次に、２０６ページ、宮嶋委員に質疑を許します。 
○宮嶋委員 
 ２０６ページの国土調査費、国土開発、国土調査についてということで、この調査の状況を

教えてください。 
○土木管理課長 
 現在、国土調査の分につきましてですけど、旧飯塚も本町地区を除きまして、一部残して終

わっております。穂波、筑穂、庄内につきましても国土調査は終わっております。現在頴田地

区におきましては国土調査を実施しております。 
○宮嶋委員 
 飯塚市の一部と頴田ということですが、全体が完了する予定はいつですか。 
○土木管理課長 
 頴田地区につきましては平成２５年度で完了する予定でございます。また飯塚地区の一部に

ついては未定でございます。 
○委員長 
 ２０６ページ、宮島委員に質疑を許します。 
○宮嶋委員 
 ２０６ページ、林業振興費、林業振興事業についてということで、１つは荒廃森林再生事業

というのが、これは国の事業、県の事業ですかね、載っておりますが、これの内容と進捗状況

についてお尋ねします。 
○農業土木課長 
 荒廃森林の再生事業についてでございますが、目的といたしましては現在、国産材の低迷化

などによりまして林業の取り組みが衰退し、杉、ヒノキなどの人工的に植林された山林が長期

間手入れされないままに荒廃の度合いを高めておるところでございます。私有物件であります

が、環境保全、災害防止といった森林の持つ公益的機能は社会共有の財産でありまして、この

機能を保守していく必要があることから、福岡県で平成２０年度から新規に荒廃森林再生事業

が創設されたところでございます。 
進捗状況につきましては、市内の荒廃森林対象面積が約２,０００ヘクタールございまして、

平成２２年度穂波、頴田地区の１５.６９ヘクタール、それから平成２１年度に庄内、建花寺、
蓮台寺地区の１４８ヘクタール、平成２２年度に八木山地区の２５５ヘクタールを整備してお

りまして、平成２２年度現在の整備率は約２０.９５％となっているところでございます。 
○宮嶋委員 
 この計画は平成２０年から始まったと言われましたかね。何年で完了する予定ですか。 
○農業土木課長 
 平成２０年度から１０年間計画でございますので、平成２９年度までとなっております。 
○宮嶋委員 
 それまでに終わるのかなという気がしますけども、森林を守る大変な仕事じゃないかなとい

うふうに思います。森林を守ることは環境を守ることでありますし、近年水害も全国各地で起

こっておりますけども、こういう水害や災害から市民の暮らしを守るという立場からも、本当

に大変な重要な施策だろうというふうに思います。ただこう見てみますとね、飯塚市として林

業に対して何か施策があるのかなという気がいたします。飯塚市にも林業政策というか、その

こういうふうにやろうというプラン、何か見たような気がするんですが、そういうのはあるん

ですかね。 
○農業土木課長 
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 現在、市におきましてはそういう事業はしておりませんけども、現在この荒廃森林再生事業

で賄っているところでございます。 
○宮嶋委員 
 ぜひ市としてもですね、さっきの農業に続きまして林業もどのくらいの方がいらっしゃるの

かはちょっとわかりませんが、あまり数はいらっしゃらないのかもしれませんが、ぜひ森を守

る、山を守るために必要な措置を取って、予算措置をもしするようなことがあればですね、そ

ういうことも予算措置されて、今後林業政策を頑張っていただきたいというふうに申し上げて

終わります。 
○委員長 
 暫時休憩いたします。 
休 憩 １０：４０ 
再 開 １０：４０ 
委員会を再開いたします。 
次に、２０８ページ、宮嶋委員に質疑を許します。 

○宮嶋委員 
 ２０８ページの商工業振興費、中小企業資金融資についてですが、資料を出していただいて

おりますが、中小企業資金融資制度、ほとんど、ほとんどというか利用がありませんし、相談

に来られる方もないというふうになっておりますが、その状況をちょっと教えてください。 
○商工観光課長 
 市の融資制度につきましては、平成２２年度につきましては実績がないという状況でござい

ます。この理由といたしまして、まず平成１５年度の災害融資に３９２件、３１億１２４９万

８０００円の融資を実施し、この返済が平成２５年度までとなっております。現在その償還を

行っている事業者の方が多く、新たな融資申請が少ないのではないかというふうに考えており

ます。 
次に、平成２０年１０月３１日に実施されました国の緊急保証制度、セーフティネットが実

施され、国におきまして保証割合が融資額の１００％保証される緊急融資制度が来年、平成２

４年度３月まで延長され、非常に利用しやすい制度でございますので、この利用が非常に多い

状況でございます。飯塚市におきましても平成２０年度の１０月から平成２２年度まで３カ年

で２,１６７件の受付を行っている状況でございます。 
○宮嶋委員 
 そういう国の制度だとかそういうものを利用されているだろうということですけども、直接

市の窓口にお見えになる方もあるんじゃないですか。そういうのはカウントされないんですか。

こういう制度がありますよということでご紹介されるとかいう部分についても、この相談者と

いうところにはカウントをされないんですかね。 
○商工観光課長 
市の相談ということでございますが、そのセーフティネットの認定、これにつきましては自

治体の業務でございますので、市のほうに、市の融資制度も含めて相談がある中で、いろいろ

な融資の説明をする中で、先ほど申しましたように、この国のセーフティネット、緊急融資制

度が非常に使い勝手がいいと申しますか、利用者の方に非常に有利な融資制度でございますの

で、こちらの方に皆さん利用をされているというのが現状でございます。 
○宮嶋委員 
 全然何にも相談にお見えにならないというようなことではなくて、この制度を利用するため

の相談などがなかったということでいいですね。こういう時代情勢の中で、どなたも相談に飯

塚に見えないのかなという心配があったものですから、ありがとうございます。 
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○委員長 
次に、２１０ページ、江口委員に質疑を許します。 

○江口委員 
 商工業振興費、まず企業誘致アドバイザー委託についてお聞きいたします。この企業誘致ア

ドバイザーの成果についてお聞かせください。 
○企業誘致推進室主幹 
 アドバイザーの成果ということでございますが、活動の目的は企業の事業拡大計画や新規設

備投資の移行に絡む情報提供と、実際企業に訪問していただくことをお願いをしていたところ

でございました。実績といたしましては平成２０年度、情報提供が２８件、企業訪問が２５件、

２１年度は情報提供が１７件、企業訪問が４９件、２２年度は情報提供が２７件、企業訪問が

５３件でございまして、３ヵ年合計では情報提供が７２件、企業訪問が１２７件となっており

ます。 
総括いたしますとアドバイザーの現職時代からの知識経験あるいは交友関係等から、私ども

が今日東海地区での人的ネットワークを構築するのに大きな効果を上げていただいていると考

えております。現在もまだ、そのネットワークを活用いたしまして誘致活動を展開しておりま

す。この財産を十分に生かして、１日も早い誘致の実現を図ってまいりたいと考えております。 
○江口委員 
 今ネットワーク構築に多大な貢献があったというお話がございました。もともとの初目的が

違いますよね。あくまでも企業誘致をするということですよね。それを考えると残念ながら実

績はゼロというような形になるのですが、当初では、この企業誘致アドバイザーに対してこの

３年間でどの位の結果を期待していたのか。市としては考えていたのか、その点をお聞かせい

ただけますか。 
○企業誘致推進室主幹 
 平成２０年度から３ヵ年でございました。ちょうど目尾工業団地と鯰田工業団地を造成して

いたところでございます。基本的にはその区画を埋めるということに対する企業誘致のご指導、

ご鞭撻をお願いしたいというふうに思っていたところでございます。 
○江口委員 
 そうですよね。であるならば、成果としては非常に小さかった、もしくは最初の答弁とは全

く違ったものであったと言わざるを得ません。この情報提供と企業訪問なのですが、名古屋事

務所のほうにも当然ながら職員を送り出しております。この方々も一緒にこの全てについて同

行したというふうな形で考えてよいのか、それとも職員については別に行動したと考えてよい

のか、その点についてお聞かせください。別であるならば、名古屋事務所の職員についてはど

ういった活動をされていたのかお聞かせください。 
○企業誘致推進室主幹 
 基本的な活動といたしましては、毎週１度事務所にお見えいただきまして、具体的案件を含

めて戦略、あるいはスケジュールの確認といったものをやっておりました。アドバイザー独自

で情報収集、あるいは企業誘致のために企業をご訪問なされることもございましたけれども、

おおむね私どもも同行させていただくと、そのためのアポ取りのご訪問といったこともござい

ました。情報提供に関しましては、もともと現職時代からのご本人の持ってらっしゃるネット

ワークを活用いただいたというところでございます。 
○江口委員 
 残念ながら成果は出ていなかったわけですが、ここで投じたお金が今後に生きる部分がある

とすれば、どういった部分であり得るのかが１点、それともう一点、この企業誘致アドバイザ

ー並びに名古屋事務所の職員の方々によって、先方の企業さんと地場の企業さんが結びついた
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ような案件があったのかどうか、その２点を教えてください。 
○企業誘致推進室主幹 
 今後ということでございますが、現在市内の工業団地の取得について積極的な企業がござい

まして、それにつきましてはアドバイザーからのご指導もございまして、一緒になって誘致活

動を行ったといったところでございます。それから地場企業とのマッチングでございました。

実は平成２２年度で申しますと、３回飯塚にお見えいただいております。その目的は、もとも

とご本人が所属しておられました企業が熊本にございます。そこに一緒に地場企業と訪問をし

たという実績もございます。それから、地元企業でつくっております自動車研究会に講師とし

てお招きしたという実績もございます。都合３回、飯塚のほうにはお見えでございます。 
○江口委員 
 出身企業に３回お連れしたと。その分は現実として動き始めたのでしょうか。それと、向こ

うにおられて職員の方もおられた中でつなぐこともあったかと思うんですが、そういった分で

はなくてその３回だけだったのか、その２点教えてください。 
○企業誘致推進室主幹 
 実際に地場の研究会のメンバーと新たな取り引きが始まったという案件は、具体的には承知

はしておりませんが、いわゆるすぐに取り引きが始まるという前段のおつき合いもございます

ので、そういったところを継続しているというふうにご理解をいただきたいと思います。 
○江口委員 
 続きまして、新産業創出支援コンサルタントについてでございます。これにつきましては資

料のほうの２０ページで、この部分に関しましても確か平成２２年度の事業仕分けに該当して

いるわけです。この中では不要と判定をされております。不要が３、見直しが１、現行が１、

拡充が１なんですが、２２年度の成果をどのように考えておられるのか、お聞かせいただけま

すか。 
○産学振興課長 
 事業仕分けにおきましての結果もさることながら、平成２２年度の成果につきまして申し上

げますと、まずコンサルタント件数は創業支援ということで６人の方に対して１１件、経営支

援につきましては１４社に対しまして５３件、事業拡大支援につきましては１３社に対して２

６件、契約、あるいは特許に関係する支援につきましては６社に対して１６件、それから各種

補助金制度紹介、営業指導などにつきましては２９社に対して都合４３件ということで、計１

４９件のコンサルタント事業相談業務を行っております。 
成果につきましては、市内のベンチャー企業が金融機関からの融資について相談をされ、こ

れについて指導を受けながら販売ターゲットや事業計画を立てて融資に結びついたもの、ある

いは大学発ベンチャー企業が事業計画の立案や営業方法の指導を受けて、これを誠実に指導内

容を実践したことによって着実に売り上げを伸ばしたというもの、その他経営戦略構築に結び

ついたものや、販路開拓の分野におきましてベンチャー企業の営業支援として実際の商談に同

行してサポートを行った結果、大手メーカー等との商談が成立して収益を確保したものといっ

たような成果が出ております。 
○江口委員 
 他方、中小企業基盤整備機構については、どのような目的でどのようなことを行うのか、お

聞かせいただけますか。 
○産学振興課長 
 国の外郭団体であります独立行政法人中小企業基盤整備機構九州支部におきましては、同様

の専門家による相談窓口事業を実施しております。内容といたしましては、平日の営業時間内

に資金調達、マーケティング、ビジネスプラン等の経営相談を実施しております。 
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○江口委員 
 お話しのとおり、同様な事業なんですね。同じこの事業をあくまでも市がやらなくてはなら

ないという部分については、どのようなことがあるのでしょうか。 
○産学振興課長 
 今ご指摘の中小企業基盤整備機構九州支部におきましても同様の取り組みを行っております

が、この専門家の窓口相談日はあらかじめ日にちも指定されておりまして、現実的には１専門

家の相談回数は月１回程度というような限りもございます。あわせて専門家派遣事業も実施さ

れておられるということでございますが、回数は１年以内で月２、３回程度ということでござ

いまして、また相談企業が専門家謝金の３分の１ぐらいを負担するというような内容になって

おります。 
飯塚市といたしましては、その他にもさまざまな産業支援機構によりますところの同様の相

談事業というようなものは行っておりますが、いずれの場合も飯塚市内の企業が活用すること

は可能でございます。ただ、その都度訪問したりとか、人材や財政面に限りのあるベンチャー

企業の皆さまにとっては負担が大きいとか、日時指定、費用負担のある支援制度では活用しづ

らいという場面もございます。日本一創業と成長がしやすいまちを目指す本市といたしまして

は、相談日時も柔軟に対応できて、創業から販路開拓まで、そしてさらには取り引き先への同

行までワンストップで対応できるといったような、きめ細やかなサポート事業を独自に実施し

てまいりたいと考えております。 
○江口委員 
 日本一創業と成長がしやすいまちを目指しているのは存じておりますが、現実としては果た

してどうなのか迷うところであります。非常に厳しいと思わざるを得ません。独自策で成果が

上がってるんだと言いながら、確か平成２２年度で半額にしたんですよね。そのときも議会の

中でも議論がありました。その中で指摘された１つには、何でこれが随意契約なのかという話

がありました。この平成２２年度については当然のことながらその前で、そこらへんの分を受

けて半額にしたわけですけれど、その随意契約についても見直しがなされたという理解でよろ

しいですか。現実としては随意契約だったのか、そうでなかったのか。 
○産学振興課長 
 随意契約で締結を行っております。ご案内のとおり地方自治法施行令１６７条の２第１項第

２号によります「性質または目的が競争入札に適さないもの」ということで、随意委託契約を

締結しておるところでございます。 
○江口委員 
 そういったことができるコンサルタントは全国唯一その方しかおられない、その会社しかな

いということですか。 
○産学振興課長 
 現在の業務は週に１度、８時間お務めいただくというような形になっておりまして、これを

５２週続けていただくことになっておりますが、創業支援からこのような販路開拓まで含めて

一元的にやっていただいているということ、それからこれまでの飯塚市の経緯も十分ご承知い

ただいた上で業務に携わっていただくという場面では、おのずと限られた人材というようなこ

とで受け止めさせていただいております。 
○江口委員 
 とてもそうとは思えないんですが、このコンサルタント、何年から続けてこられたのか、お

よそ総額いくらぐらいコンサルタントにお支払いになったのか、ざっと概算で結構ですので、

お願いいたします。 
○産学振興課長 
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 平成１５年度からこのコンサルタント事業につきましては実施いたしてきておりまして、平

成２２年度末現在でおおむね４２６０万円ほどという金額になっております。数字につきまし

てはちょっと計算いたします。 
○江口委員 
 平成１５年からずっと随意契約で続けてこられた。ざっと約５０００万円コンサルタントに

つぎ込んだわけですが、やはり選択と集中が必要だと思っています。日本一創業しやすいまち、

それをつくるのは非常に大切なことですが、そのためにも飯塚市がやらなくてはならないこと、

そしてこの部分は他に任せることの切り分けが必要だと思っています。そして同じ飯塚市がや

ることにしてみても、今のやり方が、今の契約先がはたして妥当なのかどうかをきちんとチェ

ックしなければならないと思っています。私自身は、このコンサルタントについてはもうお願

いをしてやるところではなく、中小企業基盤整備機構等をしっかりと活用する、そしてまた他

方では担当職員がきちんとそれだけのスキルを身につけるところまで上げていく、もしくはそ

のつなぎをきちんとやるというところですね。そしてまた、金融の部分がありましたね。確か

にここでも成果として載っているんですが、じゃあこういった部分が地場の金融機関でできな

いのかどうか、そういったことも考え合わせると、かなりの部分が大体できると思っています。

だけど他方では、飯塚市がやらないとできないことがあるんです。先の一般質問でも申しまし

たが、トライアル発注制度というのはまさにそれだと思っています。発注者として商品を買う

のはそこそこでしかできない。間接的な支援も大切かもしれませんが、直接的にきちんと中小、

ベンチャーの製品を使って評価をして、それこそここについてはどうこうしても構わないと思

っています。改めてこの新産業創出支援のあり方について、全般にわたって見直しをしていた

だきたい。この部分についてしっかりやっていこうというのは構わないと思います。そうすべ

きだと思いますが、そのやり方について再考していただきたい、そのことを申し述べまして、

この質問については終了いたします。 
○委員長 
 暫時休憩いたします。 
休 憩 １１：０４ 
再 開 １１：１５ 
委員会を再開いたします。 
次に、２１０ページ、２１１ページ、宮嶋委員に質疑を許します。 

○宮嶋委員 
 ２１０ページの新産業創出センターの管理委託料ということで、現在の入居状況がどういう

ふうになっているのかお尋ねします。 
○産学振興課長 
 通称トライバレーセンターについてでございます。企業誘致室というのがございまして、こ

れが１室ございますが、これについては１社入居。それから研究開発室が５０平方メートルほ

どあるものがございます。これが１１室ございまして、これに対して４社入居。それから育成

支援室というのがあります。これは２０平方メートルほどの部屋でございますが、これが８室

ございまして、これに対して５社入居。合計で、２０室に対しまして１０室の入居となってお

ります。なお、この１０月現在では１室増の１１室の入居となっております。 
○宮嶋委員 
 ２０室あって現在のところ１０室、半分しか埋まってないという状況ですね。この中でどう

いう成果が上がっているのか、お尋ねします。 
○産学振興課長 
 平成２２年度末での入居企業数はこれまでの供用開始以来、延べ３３社となっております。
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そのうち２０社が情報通信関連分野ということでございまして、研究開発型企業の集積を見て

いるところでございます。現在入居の大学発ベンチャー企業は新たなシステムを開発し、その

後医療機器の製造許可を得て営業活動を始めるなどしておりまして、複数の企業が新製品の開

発、それから新サービスの販路拡大に取り組まれておりまして、創業とか事業活動の機会、そ

して場の提供を行うということによって貢献度合いは大きく、こういった成果があらわれてお

るというふうに考えております。 
○宮嶋委員 
 こういういろんな営業活動を始めたりするところが出てきているということですけども、こ

れで飯塚市に対する経済的な波及効果というか、そういう実績というか、成果はあるんですか。 
○産学振興課長 
 トライバレー構想第２ステージが掲げますところの目標というのがございまして、ベンチャ

ー企業数の新規集積数が５年間で１５社、それから全ベンチャー企業の売り上げ額が５０億円

という目標を掲げているところでございます。これにつきましては１５社のベンチャー企業数

の集積目標に対しまして平成２２年度末現在で１３社、２３年１０月では１４社となっており

ます。また企業の売り上げ額については、これは２年に１回ベンチャー企業等をきちっと訪問

する中で整理をさせていただいておりますが、ちょっと数字は２１年度末現在となりますけど、

そのときで５０億円の売上目標に対して約４６億円といった数字が出ております。現在も企業

訪問を行っておりまして、もうすぐ成果もあらわれてくると思いますけれども、随時このよう

な効果測定も行っております。ただいまの委員のご質問の中で、その他のどういうふうな経済

波及効果があるかということについては、しっかりとした数字を持っておりませんので、ご了

承願いたいと思います。 
○委員長 
 次に、２１０ページ、宮嶋委員に質疑を許します。 
○宮嶋委員 
 ２１０ページの商工業振興費、工業団地と企業誘致についてということですけども、先ほど

江口委員のほうからるる質問がありましたが、私のほうから名古屋事務所に関してちょっと質

問させてください。名古屋事務所は平成２２年度で３年間が終わられたわけですが、この間の

活動内容をお願いします。 
○企業誘致推進室主幹 
 本年３月で名古屋事務所を閉鎖しております。平成２０年からの３カ年でございました。平

成２０年度、企業訪問が延べ７４件、団体等の訪問が２６件、事務所のお見えになりました団

体等が５５件、２０年度はセミナーを実施いたしましてこれに参加が５０社、合計２０５件で

ございます。平成２１年度は企業訪問が７９件、団体訪問が３３件、お見えになりました団体

等が４７件、合計１５９件でございます。平成２２年度は企業訪問が１１２件、団体等が３４

件、来られました団体等が２８件、合計で１７４件。３年間の合計で、延べ５３８件のコンタ

クトを持ったというところでございます。 
○宮嶋委員 
 たくさんの活動をされたというような報告ですけど、なかなか成果が上がらなかったという

ことですね。この３年間で使われた名古屋事務所の経費、年ごとと総計と教えてください。 
○企業誘致推進室主幹 
 名古屋を含めます企業誘致関係の総事業費は、平成２０年度９８６万１９４９円、２１年度

８２２万９６２６円、２２年度７９４万８２９０円でございます。 
○宮嶋委員 
 すみません、３年間でいくらになりますか。 
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○企業誘致推進室主幹 
 ３年間合計は２６０３万９８６５円でございます。 
○宮嶋委員 
 大変な金額で、成果がいまのところ、いまのところと言うべきか、０ということですね。先

ほど江口議員の質問に対して、総括的なこともお聞きいたしました。ネットワーク構築ができ

たということと、今も引き続き名古屋とは連絡をとりながらやっているということでございま

すが、この支出は成果に比べて支出が余りにも多いんじゃないかなということを指摘して、こ

こで終わります。 
○委員長 
 次に、２１２ページ、坂平委員に質疑を許します。 
○坂平委員 
 卸売市場事業特別会計は３５８ページ、繰入金のほうで一緒に聞かせて質問をさせていただ

きます。 
○委員長 
 そのようにお願いいたします。 
次に、２１２ページ、江口委員に質疑を許します。 

○江口委員 
 ２１２ページ、展示物借用謝礼金でございます。こちらは資料のほうを出していただいてお

ります。資料のほうが１０１ページになります。旧伊藤伝右衛門邸での五月人形展並びに飯塚

雛のまつりにおいて展示物の借用があっているんですが、３年間の資料を出していただいてお

りますが、まずこの分については全て同一人物からの借り入れですか。 
○商工観光課長 
 借用物謝礼金につきましては、市が実施します企画、イベントにおける展示品を借用する場

合の謝礼金でございまして、これまで個人、団体、学校、他の自治体等からお借りしておりま

すが、この資料に基づきます３ヵ年の謝礼金につきましては同一の個人の方からお借りいたし

た謝礼金でございます。 
○江口委員 
 数字としては平成２０年度からあるわけですが、一体いつから借りておられるんでしょうか。 
○商工観光課長 
 先ほど申しましたように、市が公の施設等でさまざまな企画・イベントを実施するにおきま

して、無償または低額の料金でお借りしているわけですが、この五月展と雛のまつりにつきま

しては確か５年ほど前からお借りしていたと思います。ちょっとすみません、１年ほどずれが

あるかもしれませんが。 
○江口委員 
 例えば片方では１５万円、１０万円、１０万円、片方では４０万円、５０万円、５０万円な

んですが、およそいくらぐらいのものをお借りしているんでしょう。 
○商工観光課長 
 展示物の内容につきましては、５０万円のときの積算としましては大体４００万円近くの人

形、屏風等をお借りしております。その謝金及び設営等の金額で謝礼金ということで支払いを

させていただいております。 
○江口委員 
 他にこのようなケースはあるのでしょうか。歴史資料館等も同じ観光事業を担うわけですが、

歴史資料館の費用を見ていると、この決算書に私としては見つけきれなかったんですが、他に

同様のケースはあるんでしょうか。 
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○商工観光課長 
 謝礼金を支払ったということに関しましては、平成２２年度についてはございませんが、本

年度につきましては山笠振興会のほうから飾り山笠をお借りして謝礼金を支払ったという実績

はございます。 
○江口委員 
 それのみですか。参考にその山笠のぶんの費用をお聞かせください。 
○商工観光課長 
 ちょっと正確な数字は覚えてませんが、４０万円だったと思います。商工観光課で支出した

分につきましては、それだけでございます。先ほども申しましたように、あとは無料等でご相

談をしてお借りした品数はたくさんございます。 
○江口委員 
 続きまして、観光協会についてお聞きをいたします。資料を同一ページのほうに出していた

だいておりますが、平成２２年度で新規に立ち上げた事業という部分はあるのでしょうか。 
○商工観光課長 
 平成２２年度に新規と申しますか、新たな事業としましては資料の中の⑤のおもてなし事業

ということで、これは国の緊急雇用創出事業を活用したところの事業でございまして、観光パ

ンフレット等の作成を実施しております。 
○江口委員 
 はっきり言いまして、まだまだその観光協会の活動が軌道に乗っているとは言えないと、私

自身は思っています。職員については、ふえてはきてるんですよね。職員も入れた緊急雇用創

出でやったというのがあるんですが、概略として結構ですので観光協会の活動自体を市として

はどのように評価しておられますか。 
○商工観光課長 
 観光協会の活動につきましては、本市の観光振興をする上で中心的な役割を果たす団体とい

うふうに考えております。ただ、先ほど委員のご指摘もありましたが、主体的な運営体制まで

至ってないのが現状でございます。これにつきましては民間活力と申しますか、民間の施設及

び企業等の協力なしでは行政だけではできませんので、その辺の連携を踏まえたところで観光

協会の組織を強化し、本市の観光行政を市とともに推進して参りたいというふうに考えており

ます。 
○江口委員 
 その核になるのが事務局長であると思うんですね。会長というのはあくまでも別な形で企業

の代表でおられる。そうすると、その事務局長が非常に重要になってくるわけです。前々から

私自身は、この事務局長については公募をすべきだというお話を申し上げておりました。事務

局長、現実何年目になりますか。 
○商工観光課長 
 確か平成１９年からということだったと思いますので、５年目が終わろうかと思います。 
○江口委員 
 確かこの方は、前は商工会議所ですよね。もう５年たつわけです。私はその５年間で大きな

成果が上がったかというと、そうは感じておりません。多分、そろそろ５年もすれば人がかわ

るという時期なのかなと思うんですが、次の時にはきちんと公募をしていただけるような話に

なっておるのかどうか。どうでしょう。 
○商工観光課長 
 観光協会の職員でございますので、市のほうから公募しなさいとか、どういう形で決定しな

さいという権限はございませんが、先ほど委員が申されたような方法も１つの案ということで、
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今後観光協会と組織の強化につきまして協議をしてまいりたいというふうに考えております。 
○江口委員 
 片方では市が商工観光課としてがんばられる。そのパートナーになられるわけですよね。非

常に大きな比重を占めるわけです。そして、それに対する補助金もかなり多額に出しているわ

けです。そのときにきちんと回るような、観光協会が動くような形をとらないと、それこそこ

んなふうにしたらいいんじゃないどころでは済まないと思うんです。しっかりとその点につい

てもっと中でお話をされて、どういった形が好ましいのか、事務局長だけではないですよ、そ

の他の部分を含めて観光協会としてはこういった分をやっていく、だからこういった人材が必

要だと、それの登用についてはこういった形でやっていこうというのをきっちりとお話をして

やらないと、それもきちんとやらないで補助金くださいっていうのは、それは虫がよすぎると

思うんです。その点についてきちんとやっていただくように、お願いを申し上げておきます。 
○委員長 
 次に、質疑事項一覧表以外の質疑を許します。質疑はありませんか。 
（ な し ） 
他に質疑はないようですから、第５款 労働費、第６款 農林水産業費及び第７款 商工費

について、質疑を終結いたします。 
暫時休憩いたします。 

休 憩 １１：３５ 
再 開 １１：３６ 
委員会を再開します。 
次に、第８款 土木費及び第９款 消防費、２１４ページから２３２ページまでの質疑を許

します。 
まず質疑事項一覧に記載されております２１８ページ、宮嶋委員の質疑を許します。 

○宮嶋委員 
 ２１８ページ、道路橋りょう維持費、各所道路橋りょう維持修繕工事費についてということ

で、合併によりまして管理される道路がものすごい数になって大変だろうというふうに思いま

すが、各地からいろんな要望がたくさん寄せられていて、大変な状況じゃないかなと思います

が、１年間のそういう道路改良、修繕のこういうものの要望件数、それと改善されて解決した

件数を教えてください。 
○土木管理課長 
 年度予算におきまして道路交通の安全を考え維持補修に努めているところでございますが、

市における判断による維持管理と市民からの要望によって、現在のところ対応しております。

要望件数について言いますと、平成２２年度では１４７１件要望が出ております。それに対応

できたのは、約８０％の１１７６件にとどまっております。また残りについては、次年度に繰

り越して処理をする予定を考えております。 
○宮嶋委員 
 要望があって８０％、あと２０％残っているということですが、危険度の高い所からされて

いると思いますから心配ないと思うんですが、やっぱり近年車の事故だとかそういうことで議

会のほうにも報告があったりしておりますので、ぜひとも市民の安全確保、それともう一つは

補修工事を行うことで業者に仕事が発注されるというような状況が出てくるんじゃないかなと

思いますが、それは地元業者に仕事はいくのですか。 
○土木管理課長 
 工事につきましては、全部市内の地元業者のほうに発注しております。ただ部分的に特殊に

なった場合は市外になると思いますけど、維持の分につきましてはほぼ地場の業者を採用して
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おります。 
○宮嶋委員 
 ぜひ雇用確保、業者の方の仕事おこし、こういう観点からも予算がないと言われるでしょう

けども、ぜひ１００％になるように頑張っていただきたいというふうに思います。 
○委員長 
 次に、２２２ページ、宮嶋委員に質疑を許します。 
○宮嶋委員 
 ２２２ページ、都市計画総務費、都市計画基本方針についてというところですが、この基本

方針の内容について簡潔にご説明をお願いいたします。 
○都市計画課長 
 都市計画基本方針等策定委託料は、新市の都市計画に関する基本方針を定めるため、４年間、

平成１９年から平成２２年度の債務負担行為において複数の計画策定及び都市計画施設等の決

定事務を一括して行ったものです。主な事業経過として、初年度の１９年度には地域別のワー

クショップ等の開催による市民意向調査など基礎資料の収集及び課題の整理、２０年度は国土

利用計画、平成２１年２月の策定に係る業務、２１年度は都市計画マスタープラン、平成２２

年４月策定業務を完了いたしております。請負の最終年度である２２年度は緑の基本計画、平

成２３年２月の策定業務、またこれらの基本計画に基づく都市計画区域、用途地域の変更、都

市計画道路の再検証の業務を実施しております。これらの業務に対し、２２年度は１６０９万

９千円を支出しております。なお、この請負金額の合計は４７２５万円となります。 
○宮嶋委員 
 平成２２年度で計画は完了していると。この基本計画を具体的にどういうふうに活用されて

いくのか、教えてください。 
○都市計画課長 
 基本計画に基づく内容で都市計画区域、用途地域、都市計画道路の変更などの都市計画決定

を実施しております。具体的には都市計画区域外であった筑穂地域の一部を都市計画区域に拡

大し、市街地の著しい地域については既存の土地利用に即した用途地域を指定することにより、

まちづくりの均一化を図っております。また現在、都市計画道路の再検証の業務の根拠資料に

基づき、都市計画道路の見直しを進めているところでございます。 
○委員長 
 次に、２２２ページ、永末委員に質疑を許します。 
○永末委員 
 ２２２ページ、都市計画総務費、中心市街地活性化基本計画策定事業調査委託料について質

問させていただきます。まず、この調査委託の目的についてお聞かせください。 
○中心市街地活性化推進課長 
 中心市街地活性化基本計画を作成するにあたりまして、居住人口の減少、来街者数の減少、

販売額の減少などの地域の現状を示す客観的、統計的なデータや地域住民等のニーズを把握す

るためのアンケート結果等に基づきまして、基本的な方針や目標を達成するために必要かつ効

果的な事業が位置づけられなければなりません。そこで、この統計的なデータや地域住民のニ

ーズ等の客観的な把握や分析を行うというのがこの調査、委託業務の目的でございます。 
○永末委員 
 それでは、請負されている業者及びその委託期間についてお願いします。 
○中心市街地活性化推進課長 
請負者につきましては、福岡市博多区の復建調査設計株式会社九州支社長でございまして、

履行期間につきましては平成２２年９月１１日から平成２３年３月３１日まででございます。 
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○永末委員 
 これは入札といいますか、指名競争入札でよろしいんですか。 
○中心市街地活性化推進課長 
 ６社による指名競争入札を行っております。 
○永末委員 
 分かりました。私がちょっと把握している情報によりますと、平成２１年度でも同じように

基本構想策定作成業務委託ということで、どちらかのコンサルタントのほうにされてあると思

うんですけれども、２１年でそちらの分で行って２２年でも行われているということで、補助

金等も出ておりますんで全部市の負担というわけではないんでしょうけども、トータルでいき

ますと２１年度で４４０万円、２２年度で５５０万円、計約１０００万円ほどコンサルのほう

へ使われているということになると思うんですが、この委託がそもそも２１年、２２年という

形で二重になっているのはどういった理由からなんでしょうか。 
○中心市街地活性化推進課長 
 平成２１年度におきましては、活性化基本計画を作成するためのたたき台といたしまして基

本構想の作成をいたしております。その委託業務について、こういう委託をお願いしたわけで

ございます。そのときは中心市街地の現況だとか歴史的経緯、問題点の整理、また目標設定の

前提となる根幹的な課題の整理、また目標と事業期間の設定だとか整備メニューの検討、そう

いった支援をしてもらうということで委託業務に出しております。今回の中身につきましては

先ほど答弁しましたように、現状を把握するための統計的データの把握、分析ということにな

っておりまして、内容につきましては全く重複しておるわけではございませんし、いずれの業

務につきましても中心市街地活性化基本計画を作成するには必要な業務ということでお願いし

た状況でございます。 
○永末委員 
 わかりました。その目的が違うということなんでしょうけれども、ご存知のとおり、市の最

大の課題として財政再建ということで、どのようにしていろんな部分の削減を図るかという部

分にいろんなところで知恵を絞られていると思うんですけども、こういったコンサルの委託な

んですが、今回は２回されているような形ですけども、工夫次第で１回で済ませるというよう

なことはできなかったんでしょうか。 
○中心市街地活性化推進課長 
 まず先ほど申し上げましたように、計画を検討していく中でのたたき台としての基本計画と

いうのはどうしても必要だという状況がございます。それと計画を作成する上で直近の新しい

データに基づいて計画をつくっていくという必要もございますので、どうしてもこの２つにつ

きましては別々の期間にお願いするという状況が必要でございました。 
○永末委員 
 分かりました。ただ、先ほど申し上げたとおり、やはり財政再建というのをどのように図っ

ていくかというところが、各地方自治体の抱える最大の問題だというふうに認識しております。

やはりそういった意味では小さな削減の積み重ねだと思いますんで、前例に従うのではなく新

しい考え方を取り入れて、例えば今回のようなケースですと、もう終わったことですけれども、

二重にされていることを工夫して１回で済ませるというような新しい考え方もぜひ入れていっ

ていただきたいと思います。お願いします。 
○委員長 
 次に、２２１ページ、坂平委員に質疑を許します。 
○坂平委員 
 駐車場事業特別会計も繰入金のほうで一緒に質問をさせていただきます。 
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○委員長 
 次に、２２４ページ、宮嶋委員に質疑を許します。 
○宮嶋委員 
 ２２４ページの流域下水道費、明星寺川流域下水道事業についてということですが、いわゆ

る明星寺川の床上浸水対策、これに関連する事業だと思うんですが、この工事内容と負担金の

内容についてお尋ねします。 
○都市計画課長 
 飯塚市の浸水被害対策として、明星寺川上流に県事業として福岡県が調整池を施工している

ものです。規模は面積で４.２ヘクタール、調整量は８万トンでございます。負担金の内容につ
いては県の単独事業費の市負担分で、負担割合は事業費の２分の１、５８３万７３９１円とな

っております。事業内容については井戸の補償、防犯灯の移設等、補助対象外の工事や上水道

送水管移設費にかかる減価償却費などとなっております。 
○宮嶋委員 
 明星寺川に関しましては潤野小学校の所に大きな調整池もできておりますが、その一番上流

だということのようです。この工事によってどういう効果があるのか、お尋ねします。 
○都市計画課長 
 この事業は言われますとおり、床上浸水対策事業として平成１５年７月１９日の大水害を受

けて県が追加した対策の１つです。完成している潤野小学校の裏の姿川・小正調整池９万トン

と合わせて８万トンの調整を行うことで、下流域のこのときの床上浸水の戸数１,５１３戸の９
割を軽減する計画となっております。 
○宮嶋委員 
 大変な工事を長い間かかってやられて、もう大丈夫かなというふうに思っておりますが、他

の所でも、これは国とか県の工事でしょうけれども、浸水が心配される所はたくさんあります

ので、他の所でも工夫をしていただくように要望いたしておきます。 
○委員長 
 次に、２２４ページ、宮嶋委員に質疑を許します。 
○宮嶋委員 
 ２２４ページの公園費は取り下げさせていただきます。 
○委員長 
 続いて、２３２ページをお願いします。 
○宮嶋委員 
 ２３２ページ、消防施設費ということで、消火栓について内容をお尋ねいたします。 
○総務課長 
 決算書のページでは消火栓にかかわる経費としまして消火栓の補修工事の負担金１７３万６

０００円、消火栓の設置工事負担金８５４万２０００円が上がっております。これは既存の消

火栓の改修もしくは新設の経費でございまして、平成２２年度末での消火栓の総量が現段階で

１,４４７基ございます。そのうち新設の消火栓の基数としましては９基を新設いたしておりま
す。改修の費用等を上げておりますけども、改修の箇所につきましては全域含めまして１１ヵ

所。新設が９ヵ所で改修が１１ヵ所、合わせて２０ヵ所の整備を行っている状況でございます。 
○宮嶋委員 
 消火栓はどういうふうな改修が行われているか、お願いします。 
○総務課長 
 改修といいますのは、例えば地域の開発に伴った新設、もしくは老朽化による改修、もしく

は水道管の布設に伴う新設等のパターンがございます。今年度、改修及び新設につきましては、
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消火栓につきましては地上式と地下式がございますけれども、基本的に地下式のほうに移行し

ておりまして、今年度整備いたしました２０基につきましては、全て地下式の消火栓というふ

うな形になっております。 
○宮嶋委員 
 この消火栓というのはいざというときに使えないと大変なことになりますが、点検の体制と

いうか、そういうのはどういうふうにされてますか。 
○総務課長 
 消火栓の点検につきましては消防署のほうで実施していただいております。月に１度外観調

査、機能検査につきましては市内全域の消火栓につきまして年１回点検をしていただいており

ます。 
○委員長 
 次に、２３２ページ、永末委員に質疑を許します。 
○永末委員 
 では、災害対策費、自主防災組織育成コミュニティ助成金についてお聞きします。まず助成

金の中に入る前に、その自主防災組織とはどういった団体になるのでしょうか。自治会といい

ますか、そういった単位を指して言われているのか、そのあたりご説明お願いします。 
○総務課長 
 まず飯塚市の自主防災組織編成の状況を説明させていただきますと、いま現段階で市内全域

で６団体の組織化が進んでおります。現在のところ地域といたしましては全てではございませ

んけれども、基本的に地区公民館単位での編成が主流になっております。一部自治会での編成

も行われておりますけれども、全般的には地区公民館単位での編成となっております。 
○永末委員 
 ６団体ということでしたけども、地区公民館、プラス自治会があるということですか。 
○総務課長 
 具体的に述べさせていただきますと、飯塚地区地域防災推進隊、これは片島地区を除く旧飯

塚市街地でございます。２つ目に片島地区地域安全推進隊、３つ目といたしまして菰田地区安

全推進隊、４つ目といたしまして鯰田地区地域安全推進隊、５つ目としまして飯塚東地区安全

推進隊、６つ目が上三緒第４自治会自主防災組織という編成になっておりまして、一部そうい

った形で地区公民館単位の中で自治会単位で独立してやるというような編成の部署もございま

す。 
○永末委員 
 今のご回答ですと旧飯塚市がほとんどだと思うんですが、公民館単位ということでしたんで

あれなんでしょうけど、例えば旧郡部のそのあたりの編成の予定といいますか、そういったの

はどのようになっているのでしょうか。 
○総務課長 
 現段階で進行中の地域自主防災組織の進捗状況で言いますと、庄内地区、頴田地区、筑穂地

区にありましては自治会連合会を通じまして組織化に向けて協議を進めているところでござい

ます。 
○永末委員 
 協議の進捗状況なんですが、いつぐらいに協議を始められて、いつまでにというのはあるの

でしょうか。 
○総務課長 
 いま言いました３地区につきましては昨年度より協議を進めております。頴田地区について

は恐らく今年度中に組織化がされると思いますけれども、筑穂地区、庄内地区についてはちょ



 22

っともう少し時間がかかるのかなというような考えでおります。 
○永末委員 
 穂波はどうなってますか。 
○総務課長 
 地元に投げかけている状況でございますけども、まだ明確な動きはあっておりません。 
○永末委員 
 わかりました。自主防災組織育成コミュニティ助成金の概要をお願いします。 
○総務課長 
 今回の自主防災組織コミュニティ助成金といいますのは宝くじの売り上げ財源を活用しまし

た財団法人自治総合センターの助成金を活用した事業でございまして、平成２１年中に同財団

法人自治総合センターより平成２２年度向けの要望調査がございまして、以前より要望のあり

ました、先ほども述べましたけれども飯塚地区地域安定推進隊につきましての防災資機材の整

備について要望書を提出しておりましたところ、平成２２年度におきまして県内で３ヵ所の採

択があっております。そのことから財団法人自治総合センターより１３０万円の助成金を受け

入れいたしまして、当該自主防災組織に交付いたしております。地元地域の組織におきまして

はこの財源を活用しまして防水シート、強力ライト、保安灯付コーン、発電機、防水メガホン、

水中ポンプ等の防災資機材を購入されて整備をされております。 
○永末委員 
 宝くじの財源を利用したそういう資機材の購入に充てられたということなんですが、今のご

回答ですと飯塚地区にはそちらの分の配備ができたと、整備ができたということなんでしょう

けど、残りの地区、現在ある５地区でできようとしている他の地区にも同じような整備は当然

必要だと思うんですが、そのあたりの現状もしくはその予定をお聞かせ願えればと思います。 
○総務課長 
 今までも当該コミュニティ助成金を活用しまして、地域の整備を順次図っております。幸い

なことに平成１８年度から、今年度の１３０万円には至っておりませんけども、だいたい１０

０万円単位ほどで毎年助成金がついてきておりますので、今後、未組織の状況の地域に組織化

を進めると同時に、この助成金と合わせて県も別途で今年度より地域自主防災組織の強化を図

っておりましてその助成制度も設けておりますので、このコミュニティ助成または県の補助金

を活用しまして、組織化を進めることもあわせまして資機材の整備を行っていきたいというふ

うに考えております。 
 
○委員長 
 次に、質疑事項一覧表以外の質疑を許します。質疑はありませんか。 
（ な し ） 
質疑はないようですから、第８款 土木費、第９款 消防費についての質疑を終結いたしま

す。 
暫時休憩いたします。 

休 憩 １２：０３ 
再 開 １３：０５ 
委員会を再開いたします。 
次に、第１０款 教育費、２３２ページから２６２ページまでの質疑を許します。 
まず質疑事項一覧表に記載されております２３２ページ、宮嶋委員に質疑を許します。 

○宮嶋委員 
２３２ページ、教育委員会費の教育委員会の会議、これがどのくらい開催されているのかお
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尋ねします。 
○教育総務課長 
 教育委員会会議につきましては、飯塚市教育委員会会議規則第２条によりまして月１回の定

例会と、それ以外に委員長が必要と認めたとき、又は委員２人以上の請求があったときに開催

する臨時会からなっております。平成２２年度におきましては定例会が１２回、臨時会が７回

で、あわせまして１９回の教育委員会会議を開催いたしております。 
○宮嶋委員 
 会議でいろんな議題があって資料整理だとかまとめだとか大変なことをされてると思うんで

すが、会議以外の活動というのはどういうものがありますか。 
○教育総務課長 
 教育委員さんの活動につきましては、入学・入園式、卒業・卒園式、または運動会等の学校

行事や各学校で行われます学校訪問、研究発表会等への出席、また少年の船結団式や中学生海

外研修事業帰国報告会など生涯学習関係の事業の催し等への出席、さらには教育委員を対象と

いたしました各種研修会への参加と教育委員会会議以外にもさまざまな活動をしていただいて

いるところでございます。 
○宮嶋委員 
 子どもたちを育てるという教育の分野の委員さんですので、ぜひ頑張っていただきたいとい

うことを申し述べて終わります。 
○委員長 
 続いて、２３２ページ、宮嶋委員に質疑を許します。 
○宮嶋委員 
 ２３２ページ、事務局費の奨学資金貸付についてお尋ねします。貸し付けの審議会のメンバ

ーはどういう方が何人いらっしゃるのか。 
○学校教育課長 
 奨学資金貸付審議会につきましては、学校関係者と有識者で構成されております。 
○宮嶋委員 
 もうちょっと詳しく教えてください。 
○学校教育課長 
 高等学校の先生、そして高等学校の進路指導担当の先生、中学校の校長先生と中学校の進路

指導担当の先生及び有識者ということで、１名の方が民間から入っております。 
○宮嶋委員 
 この奨学金貸付審議会の委員さんの報酬が、細かいお金のことばかり言いますけど、５９０

０円で委員さんは何人もいらっしゃるのに、それはいわゆる公職にある方だからということな

んですか。それ以外の方１名しかいらっしゃらないということなのですが、その方はどういう

方ですか。 
○学校教育課長 
 報酬につきましては、１名の方の報酬となっておりますが、その方につきましては以前教育

行政に携わった方でございます。 
○宮嶋委員 
 すいません。私が聞き落としまして、申し訳ありません。今の貸し付けの状況と滞納の状況

を教えてください。 
○学校教育課長 
 奨学資金の貸し付け状況につきましては、平成２１年度が専修学校３名、大学８名の合計１

１名となっております。平成２２年度につきましては高等学校２名、専修学校３名、短期大学
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３名、大学８名の合計１６名となっております。 
滞納につきましては貸し付け時の返済期限などを決めるわけですが、そういうことで支払い

が難しくなった場合におきましては、期限の延長だとか回数をふやすなどということで支払っ

ていただいております。ですから、全く支払わないというような方は今のところいらっしゃら

ない状況でございます。 
○宮嶋委員 
 経済情勢が悪い中で、やはり学校出たけど仕事がないというような方もたくさんいらっしゃ

るんで、滞納状況がふえているのではないかなというふうに思ったので質問いたしました。ぜ

ひこれからの取り組みもよろしくお願いします。 
○委員長 
 次に、２３４ページ、江口委員に質疑を許します。 
○江口委員 
 資料のほうを出していただいております。１０３ページのほうに不登校児童・生徒への対応

についてのフロー的なものを出していただいております。あわせて別に１１５ページのほうに

不登校等の推移が載っておりますので、それにあわせて質問したいと思います。まずこの不登

校の現実についてお聞かせいただきたいのですが、現状ではふえているという理解なのか、そ

れともそうではないのか、そのあたりからまずお聞かせいただけますか。 
○学校教育課長 
 資料には平成１８年度からの不登校生数を出させていただいております。ここ数年はふえた

り減ったりということでございますが、平成１８年度から見れば増加傾向にあるというふうに

考えていいと思っております。 
○江口委員 
 参考で結構なのですが、もし現状の平成２３年度上半期の数字でも結構なので、もし分かれ

ば教えていただけますか。昨年と比べてどうなのか。数字がわからなければ、ふえている、い

ないだけでも結構です。 
○学校教育課長 
 平成２３年におきましては、平成２２年度の今と同じ時期に比べましてほぼ同じ状況という

ことでとらえております。 
○江口委員 
 この不登校の問題は、それから先の子どもの生活にも大きく影響を及ぼします。不登校から

ひきこもりになって、そしてまたもう既には３０代、４０代のひきこもりさえおられるわけで

す。フリーターというだけではなく、ひきこもりで。そしてその方々の生活は保護者に頼って

生活をする。そしてそこがなくなったときに、どうやって生きていくのだろうということもあ

わせて考えると、できるだけ早期にきちんとした、きちんとしたという言葉が適当かどうか適

当でないかもしれませんが、社会生活を送れるように環境を整えるのは行政の仕事だと思って

おります。 
対応についてお聞きいたします。対応についてのフローを出していただいているのですが、

こちらのほうについて補足して説明をしていただけますか。お願いいたします。 
○学校教育課長 
 不登校児童・生徒への対応につきましては、まず予防的な取り組みということで資料に掲載

しておりますが、未然防止、早期発見、早期対応による個々の問題に応じたきめ細かな対応と

して、気になる児童生徒、あるいは不登校傾向の児童・生徒の日常を把握しまして、現状を把

握しましてそこから取り組んでいくということになります。不登校対応への具体的な取り組み

といたしましてはこの資料にございますが、マンツーマン方式による対応ということでござい
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ます。各学校には不登校対策委員会がございまして、その中で不登校児童・生徒に対する取り

組み、あるいは実践を進めていくことになります。ここにプロジェクトチームとありますが、

例えばその学校に５人の不登校の児童・生徒がおりましたら、このプロジェクトチームは５つ

あると、５人分全部あるということになります。つまり、個人個人に対しましてマンツーマン

方式による対応を進めますが、それに対して一人一人に対応するプロジェクトチームがあると

いうことで、そのプロジェクトチームの中には学級担任や学年主任、あるいは部活動顧問とか

いうことで入っていってこのプロジェクトを組んで、不登校の解消に向けた取り組みを進めて

いっているという状況でございます。 
○江口委員 
 非常に大変かと思います。参考までに学校別で一番多い学校は何名ぐらいおられますか。１

校で１番多いところはどのくらいか教えていただけますか。 
○学校教育課長 
 小学校につきましては、１番多いところで平成２２年度で８名でございます。中学校におき

ましては、平成２２年度で１番多い学校で４０名ということになっています。 
○江口委員 
 中学校の４０名というのも非常にショッキングな数字でありますが、他方、小学校での８名

というのもやはり本当に多いんだと思います。そうなると、それぞれのプロジェクトチームを

つくったとして、それが本当に機能するかどうかという部分を考えなくてはならないと思いま

す。このプロジェクトチームはあくまでも学校単位でつくる、そして各個人単位でつくるとい

う形になりますよね。ただこの中で見ると、プロジェクトチームにはその学校の中で人材を調

達できる方とそうではない方がおられます。下のお２人ですね、関係機関担当者、それとスク

ールカウンセラーとスクールソーシャルワーカーですね、ここの部分が外部の人材を活用して

いく形になるかと思いますが、このあたりについてどのようなからみになっていくのか、お聞

かせいただけますか。 
○学校教育課長 
 質問委員が言われたとおりに、非常に多い学校におきましては人手が足りない等の相談を受

けておりますので、いろんな形で加配といいますか、そういうことを考えていかなくてはなら

ないと考えております。ただ、プロジェクトチームの一番下に書いてあります、関係機関担当

者、あるいはスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー等につきましては、各学校

から毎月生徒指導上の諸問題に関する調査というのを実施しておりまして、そこから調査票が

上がってまいります。その中に不登校生に関しましては一人一人の状況、毎月の取り組み等が

委員会のほうに上がってまいります。その中で、例えば今この子の状況につきましては、関係

機関、あるいは児童相談所等、そういったとこと連携しなくてはならないといった場合には教

育委員会で間をとりまして、そこにこのプロジェクトチームに入っていただくと。その際には、

教育委員会からも一緒に入ってこのプロジェクトチームを進めていくという形にしております。 
○江口委員 
 ごめんなさい、ちょっとわかりづらいので質問を変えます。スクールカウンセラー並びにス

クールソーシャルワーカーが何名おられるのか。まずそこからお聞かせいただけますか。 
○学校教育課長 
 市雇用のスクールカウンセラーにつきましては４名配置しております。スクールソーシャル

ワーカーにつきましては１名の配置でございます。県につきましては、スクールカウンセラー

が各中学校に１名配置されております。 
○江口委員 
 それでは、関係機関担当者とございますが、こちらの方々はどういった方々でどういったケ
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ースのときに入っていかれるのか。またプロジェクトチームが、今のお話でしたら毎回毎回入

っているわけじゃない、そしてまた、１校の４０名に対して全て入っていけるわけではないと

思いますので、どういった方々がどういったペースで入っていかれるのか、お聞かせください。 
○学校教育課長 
 児童相談所の方に入っていただいていることが主でございますが、いま言われましたように

毎回毎回入っているわけでなくて、各学校から上がってきます調査票等を見まして、必要であ

ればそこの関係機関にお願いして入っていただくということにしております。 
○江口委員 
 児童相談所以外におられるのかどうか、おられたら教えてください。 
○学校教育課長 
 それ以外の形といいますとちょっと今のところ思いつきませんが、民生委員とか児童家庭相

談員、そういった方には声をかけて入っていただくようにしております。 
○江口委員 
 毎月の調査票を基にそれぞれの必要と思うところにアプローチをしているというお話がござ

いました。ということは、各学校から毎月上がってくるものを基に、教育委員会のほうがその

個々のケースを把握しながら、ここはどういったプラスな人材を入れようとかいうことを検討

して行動しているという理解でよろしいですか。 
○学校教育課長 
 そのとおりでございます。 
○江口委員 
 となると、教育委員会のほうで全ての案件は、大体この子については経過はずっと分かると、

一人一人についても全てわかると思っていいですか。ざっと２００名近くおられますが、その

２００のケースについてきちんと資料が残っていると考えてよろしいですか。各学校でプロジ

ェクトチームがありますよと、そこそこでこういったことがあっているというのも含めて、き

ちんと報告もあっているし、それについて対応しているというふうな理解でよろしいですか。 
○学校教育課長 
 そのとおりでございます。 
○江口委員 
 では、その教育委員会の学校への支援についてお聞きいたします。下のほうに学校への支援

というのが書いてあるわけです。不安などの情緒的混乱等についてはスクールカウンセラーの

派遣を行う。主に家庭に起因するものについてはスクールソーシャルワーカーや要保護児童連

絡協議会などの関係機関と連携をすると。要保護児童連絡協議会、午前中の質疑でも出てきま

したが、こことのかかわりについてはどういった整理になるのかお聞かせください。 
○学校教育課長 
 要保護児童連絡協議会につきましては、その課から学校教育課のほうに参加の要請といいま

すか、それで私と担当者が２名そこに入りましていろんな協議に参加することにしております。 
○江口委員 
 それは向こうからお願いがあった場合ですよね。要保護児童連絡協議会のほうから児童相談

所のほうなり児童育成のセクションのほうからこういったケースがあるんでという、不登校以

外もそうでしょうけれど、そういった形になるわけですよね。他方ではこういった不登校生徒

の場合について、教育委員会のほうから参加をお願いする方がある。別ではあるんだけれど、

お互い協力しているという理解でよろしいですか。 
○学校教育課長 
 そのとおりでございます。 
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○江口委員 
 形としてはある程度整っているかのように思えるのですが、じゃあこれが実際にきちんと動

いてるかどうかというというところに関しては、もう少し注意深く見ていただかないといけな

いのかなと思っています。というのは、いくつかお話を聞いたりするんですが、そのときにお

聞きする中で学校のほうが例えば不登校児童の保護者とのお話について、きちんと相談にのっ

ていただけないというお話がある。それを教育委員会に話に行くんだけれど、結局うまく運ば

ない、連携がとれていないような気がするというお話を聞く。そのケースケースできちんとそ

の部分をしっかりとやっていただく。それともう一つは、不登校という部分が確かにこの中で

家庭に起因する等々の理由があります。いろんな理由があるんだと思うんです。そして、その

理由をどうやってうまくつぶしていくかということをきちんと考えないとならないのに、ある

いはその小学校では、例えばいじめだったら双方あるわけですよね。いじめたと思われている

生徒、そしていじめられたと思っておられる生徒。そこでの話がある意味片一方だけの話を聞

いているかのような対応をとられていて、そこで保護者としては納得がいかないケースがある

と思うんです。そういったときにきちんとそこで教育委員会なり他のセクションになるかもし

れません、それこそ児童育成課等になるかもしれませんが、そこがきちんと入っていただいて、

ある意味行事みたいな、保護者とそして学校と本人も含めてきちんとお話を聞いて、どちらの

言い分が正しいか、ないしどういった部分ですれ違っているんだろうという部分を聞いていた

だかないと問題は解決していかないといったケースがよくあるのではないかと思っております。

そのことをあわせてですね、不登校への対応についてやはり２００名近くになっています。こ

の２００名がだんだん大きくなって、そしてそのままひきこもりになって、生活が成り立たな

くなり、例えばそれが生活保護になるということも考えられるわけです。子ども自身も不幸で

すし、家庭にとっても非常に厳しい結果になる。学習なりその学習権を保障するために学校が

あるわけですね。子どもたちがきちんとした人格が形成できるようにやるわけですから、その

点についてもう一段努力をしていただきたい、そのことをお願いいたしまして、質問を終わり

ます。 
○委員長 
 次に、２３４ページ、宮嶋委員に質疑を許します。 
○宮嶋委員 
 ２３４ページ、事務局費の教育委員会外部評価についてお尋ねをいたします。外部評価謝礼

金が計上されていますが、これの中身について説明をお願いします。 
○教育総務課長 
 教育委員会外部評価者謝礼金でございますけれども、これは教育委員会が行います事務事業

につきまして毎年その管理及び執行の状況について点検・評価を行って報告書を作成している

ところでございます。その点検・評価を行うにあたりまして第三者の方に外部評価者としてご

協力をいただいておりますので、その方への謝礼金でございます。ちなみに平成２２年度にお

きましては２名の方に評価をいただいており、１人１５,０００円の謝礼金を支払っております
ので、３０,０００円の決算額となっているところでございます。 
○宮嶋委員 
 どういう資格というか、どういう方にこれをお願いされているんでしょうか。 
○教育総務課長 
 平成２２年度につきましては、１名の方は教育大学の教授の方、それからもう１名の方は元

小学校の校長先生でございました。 
○宮嶋委員 
 教育委員会が行っている事務事業の点検・評価とはどういったものでしょうか。 
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○教育総務課長 
 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２７条の規定に基づきまして、教育委員会は、

毎年、その権限に属する事務の管理及び執行状況について点検・評価を行い、その結果に関す

る報告書を作成し、議会に提出するとともに、市民に公表することとされております。このこ

とから、教育委員会では飯塚市教育施策要綱に掲げます主要施策を達成するために取り組みま

した主な事業を点検・評価の対象といたしまして、各事業の達成状況につきましてそれぞれの

所管課で自己評価を行ったのち、先ほど申しました教育に関し学識を有する２名の外部評価者

から評価をいただきまして、毎年報告書を作成しているところでございます。この報告書につ

きましては、作成後、直近の所管委員会に報告するとともにホームページにも掲載をし、市民

の方々へ公表を行っているところでございます。 
○宮嶋委員 
 いつでも私たちが見れるような状況になっているということですね。大体、何月頃にこれが

公表されるんですか。 
○教育総務課長 
 例年１０月に作成をいたしまして、その直近の議会等で報告並びに議員さんにはお配りをい

たしているところでございます。 
○委員長 
 次に、２３４ページ、宮嶋委員に質疑を許します。 
○宮嶋委員 
 ２３４ページ、教育費、児童支援加配状況及び人権同和担当教員配置についてお尋ねをいた

します。資料は１１４ページになっております。大変な資料でですね、どうやって見るのかな

というぐらい、豆粒みたいな資料をいただきまして、できましたらもうちょっと見やすい資料

を、合併からということで年月が５年ということになっておりますのでなかなか難しいんだろ

うと思いますが、これでは難読ですので、私は拡大コピーをさせていただきましたけど、もう

ちょっと分かりやすい資料を出していただきたいということをまず申し上げます。 
一番上に児童支援加配というのが載ってまして、これは各学校の、丸のないところもあるん

ですが、丸印が付いてこの丸印が１人かなというふうに思いますが、こういう１人ずつ教員配

置されているのかなと思います。これはどういうような仕事をされているのか、この丸１個が

１人なのか、その辺も含めてお願いします。 
○学校教育課長 
 まず丸１個につきまして１人の配置ということになっております。児童・生徒支援加配の任

務内容につきましては、学習進度が著しく遅い児童または生徒が在籍する学校及びいじめ、不

登校、暴力行為、授業妨害など、児童または生徒の問題行動等が顕著に見られる学校、また特

にきめ細かな指導が必要とされる学校において、児童・生徒の状況に応じまして特別な学習指

導、あるいは生徒指導、進路指導を行われる場合に加配定数、つまり教員定数を加配するもの

でございます。その中で学習指導に関しましては、任務内容としましては児童・生徒の学力の

調査とか分析あるいは習熟度別学習への参加、学習進度の遅い児童生徒に対する補充指導、あ

とは家庭への訪問指導などを行っております。この生徒指導に関しましては円滑な学級経営が

困難な場合の援助活動、あるいは深刻な問題行動を起こす児童・生徒や不登校児童・生徒等に

対する個別指導、支援あるいは関係機関との連絡調整、そういったことの任務内容、最後に進

路指導に関しましては就職活動の支援、あるいは進学の支援、奨学金制度等に関する情報収集、

提供、相談などを行うというのが任務内容になっております。 
○宮嶋委員 
 ＴＴとか言われるような先生方もここに含まれているんだと思いますが、その下の人権同和
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教育担当者と言われる教員は各学校に１人ずついらっしゃるということなんでしょうか。この

方々はどういう仕事をされているのか、教えてください。 
○学校教育課長 
 この人権同和教育担当者につきましては、児童支援加配と違いまして各学校に１名配置され

ているということであります。各学校におけます人権教育、あるいは同和教育に関する年間の

指導計画、あるいは１時間１時間の学習とかそういったことにかかわっていくことになってお

ります。 
○宮嶋委員 
 これ見ていただいたらなかなか見えないんですが、わかるんですが、非常に出張が多いんで

すよね。子どもの指導をすると言いながら、学校にこんなにいなくて本当に子どものほうを向

いてるのかなというふうに思います。１番多い方で７５日間、１年間教員の方が何日勤務され

るのかはちょっと把握しておりませんが、３分の１ぐらいになるんじゃないかなと思います。

研究集会だとかそういうのもあるのかもしれませんけれども、この学校にいなくて出張という

ことですけれども、どこで仕事をされているのか、お尋ねします。 
○学校教育課長 
 この出張につきましては、５つに分けられると思っております。１つは人権・同和教育関係

の研修、２つ目は人権・同和教育関係以外の研修、それと校区関係機関等との連携のための出

張、進路関係の出張、その他の出張の５つにわけられると思っていますが、１つ目の人権・同

和教育関係の研修につきましては、飯塚市教育委員会学校教育課主催の飯塚市人権・同和教育

担当者研修会、あるいは県が主催します福岡県人権教育研修会、こういうようなものに出張し

ております。ちなみに飯塚市におきましての人権・同和教育担当者研修につきましては毎月１

回必ず開いております。次に人権・同和教育関係以外の研修については、各学校の研究発表会

やあるいは小中一貫教育校の視察、教育フォーラム等があります。次に連携のための出張でご

ざいますが、これにつきましては中学校区部会や児童相談所あるいは警察所などの関係機関と

の連絡調整等で出張しております。進路関係の出張につきましては、中高連絡会あるいは進路

保障連絡協議会等があってこれに参加しております。その他の出張につきましては、飯塚市教

育委員会主催の小学校入学児童にかかわる幼保小連絡懇談会、あるいは遠足などがあります。 
○宮嶋委員 
 この一番上の人権・同和教育関係での研修、これがいわゆる出張のほぼ半分を占めてるわけ

なんですよね。小学校でいったら半分以上になりますけども、中学校だと４０何％ということ

になります。いま言われましたように、市での月１回ということになれば１２日ですし、県で

月１回あっても２４日、それなのに１番多い方は４７日、この人権・同和教育関係での研修会

の出張というふうになっておりますが、研修会がこんなにたくさんあるのでしょうか。 
○学校教育課長 
 この中で小学校の中には、県が主催します人権教育指導者養成連続講座というのがありまし

て、担当者がこれに８回参加したりとか、あるいは中学校におきましては小中一貫教育を進め

ている関係もございますが、校区の代表者になっておりますから校区の人権同和教育研修会の

企画あるいは立案、そういったものを担当しております関係で旧町内、校区内での出張という

ことが回数として多いというふうに思っております。 
○宮嶋委員 
 こういういわゆる人権教育にあたられてる加配の先生、本来は通常の教員の方ですよね、特

殊な方でないと思うんです。こういう方はやっぱり教員になられたのは、やっぱりその子ども

たちが好きだから教育を何とかしたいとこういう思いで教師を志してなられたんだと思うんで

すよ。ところが、実際に学校に入ってみると何日間も出張で、自分がいわゆる所属している学
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校にも足も向けないというような状況になってるんじゃないかなというふうに思います。確か

に人権教育は私は大事だと思うんですよ。小さい頃からやっぱり差別をなくす、いわれなき差

別というか、こういうの嫌いだっていうのもあるでしょうけど、やっぱり男女差別、人種差別、

いろんな差別がありますけども、こういうものはなくしていかないといけないし、もちろん同

和問題も特にいわれなき差別と言われてますが、大事なことだというふうに思います。ただ特

殊な方が毎日毎日出張をして、自分の学校の子どもたちの顔も見れないような状況で本当に教

育ができるのかなというふうに思います。ぜひ、全体で子どもたちを人権教育、見守っていけ

ばいいと思いますので、こういう制度はぜひなくして、これだけの先生方いらっしゃるんだっ

たら、もっともっと少人数学級というかそういうのやって、本当に子どもたち一人一人に目が

届くような授業ができていくんじゃないかなというふうに思いますが、いかがでしょうか。 
○学校教育課長 
 この出張につきましては１日出張ではないんですね。午後からあるいは午後３時とかそうい

った形の出張が多くございます。ですからいま言われましたように、この人権同和教育担当者

あるいは児童・生徒支援加配につきましては、学校にあっては授業にかかわりますし、いろん

な形で子どもにかかわるように私どもも指導してきております。 
○宮嶋委員 
 そうでしょうかね、私が経験したところではなかなか学校にいらっしゃらない先生が多かっ

たようですけど、ぜひその辺を考えていただいて少人数学級、この効果のほうがあると思うん

ですよね。ぜひこの制度は県の制度かもしれませんけれども、これだけの教員の方がいらっし

ゃるわけですから、そういう方を活用してといったらいけませんけれども、ぜひ学校現場にし

っかり足をおろしていただくような教育をしていただきたいということを要望して終わります。 
○委員長 
 次に、２３６ページ、以下４件につきまして、宮嶋委員に質疑を許します。 
○宮嶋委員 
 まず２３６ページ、人権同和教育費の解放子ども会講師活動補助金、これについてお伺いし

ます。解放子ども会の目的をお尋ねします。 
○人権同和政策課長 
 解放子ども会の目的といたしましては、各地域の集会所あるいは啓発センター等におきまし

て、おおむね週１回、異年齢の子ども同士の活動の中で、人権学習活動あるいは体験学習活動

等を通しまして少年期における人権教育および学力補充などを目的に行っているところでござ

います。 
○宮嶋委員 
 解放子ども会の実施状況を教えてください。 
○人権同和政策課長 
 実施状況といたしましては、平成２２年度につきまして１９ヵ所で開催をいたしておりまし

て、参加者は延べ４６７３名となっております。その内訳といたしましては、飯塚地区が６ヵ

所でおおむね週１回、１時間３０分程度で１６３１名、穂波地区では６ヵ所で毎週１回、１時

間３０分程度で延べ１５３９名、庄内地区におきましては１ヵ所で毎週１回、１時間３０分程

度で延べ１８２名、筑穂地区におきましては５ヵ所で毎週１回、１時間３０分程度で延べ９２

３名、頴田地区におきましては１ヵ所で毎週１回、１時間３０分程度で延べ３９８名、合計１

９の子ども会で推進員につきましては５５名、述べ４６７３名となっております。 
○宮嶋委員 
 これ延べ人数になってますけど、実人数がわかりますか。わかりませんか。 
○人権同和政策課長 
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 実人数につきましては全体で小学生が１０５名、中学生が９６名でございます。 
○宮嶋委員 
 先ほど目的も言われました。わざわざ、人権問題を学習するのに解放子ども会と小さいくく

りの子どもたちを集めて勉強しても意味がないんじゃないかなと思うんですよね。全体の中で、

こういう差別はおかしいよっていうのをみんなが知ったら差別はなくなると思うんです。とこ

ろが、そういういわれなき差別を受けていると言われる子どもたちを集めて、あなたたちはこ

ういういわれなき差別を受けてるけどおかしいんだよという教育しても、あまり教育効果はな

いんじゃないかなというふうに思います。担当課のほうではこの解放子ども会の効果というか

成果というか、どういうふうにとらえてあるんでしょうか。 
○人権同和政策課長 
 解放子ども会の成果ということでございますが、解放子ども会につきましては異年齢の子ど

も同士の活動の中で人権学習活動あるいは体験学習活動を通しまして、少年期におけます人権

啓発の推進を目的に行っているところでございます。この目的に沿った積極な活動が行われて

おりまして、子どもたちは他者を思いやる心や何事にも挑戦する積極性があらわれてきており、

解放子ども会の成果は上がっているものと考えております。 
○宮嶋委員 
 そういうことになるんだと思うんですけど、先ほど言いましたように差別がなくなるという

ふうにはつながっていきませんよね。他の子ども達が知らないとそれは達成できないことにな

りますので、ぜひこういう異年齢集団の子どもの活動だとか他者を思いやる心だとかいうのは、

その地域なり全体で勉強していく、学校単位だとか地域の子ども会が一緒になってやっていく

という方向に変えていっていただきたいんですが、いかがですか。 
○人権同和政策課長 
 一般の子ども会といっしょではなぜだめなのかという質問かと思いますが、社会教育の中で

行われている一般的な子ども会につきましては、異年齢活動等もございまして社会ルール、マ

ナーを学ぶなど、レクリエーション活動を主体に行われるものもあります。それに対しまして、

解放子ども会は人権学習、生活体験、フィールドワークなどに主眼をおいたものが多くござい

ます。もちろんのことでございますが、同和地区の子どもも社会教育の中で行われています一

般の子供会活動にも参加はあります。また一部でありますが、解放子ども会の中にも一般の子

ども会の子どもさんの参加もございます。また人権教育、また人権啓発の推進に関する法律に

もうたっておりますとおり、法律に基づいてこの解放子ども会は実施しているところでござい

ますので、よろしくお願いいたします。 
○宮嶋委員 
 結局特別扱いをすると子ども達がそうなんですけど、自分だけ何で行かないかんのかなと、

あの人は行かないのに私は何で行くのかなっていうのが理解できてない子ども達がいるんです

よね。同和地区でない子どもたちを受けいれてあるというふうには聞いておりますけど、やっ

ぱり子どもがそこら辺理解するのはなかなか難しいと思いますので、これ課長に聞いてもしょ

うがないと思いますので、ぜひ一般政策として、もし子ども達にそういう教育をしたいのであ

れば、学校の課外活動だとか公民館を使っての子ども会活動、そういう中で人権教育なりをし

ていかれたらいいんじゃないかなと思いますが、教育長お答えいいですか。 
○企画調整部次長 
 いま委員のほうからいろいろご指摘、またお話がございましたけど、当然のことながら解放

子ども会という枠組みの中でも被差別という立場の子ども達に強くたくましくということで解

放子ども会を行っておりますが、先ほどご指摘ありましたように学校単位、またクラス単位、

そういう部分におきましても、やはり人権という大切さ、当然同和問題も入りますけど、そう
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いう人権問題についての大切さを教えることによって、ひいてはいじめ問題とか不登校も含め

ましてそういうところもなくなるような取り組みの中で、その一環の中で解放子ども会という

被差別と言われる方々にも強くたくましくということで、こういう子ども会活動を行っており

ます。また先ほどありましたように、社会教育、生涯学習教育の中でも、同じように人権問題

自治会も含めて取り組んでおりますので、その一環の取り組みということでご理解いただきた

いというふうに思います。 
○宮嶋委員 
 もう長くしませんけど、やっぱり特別扱いというのが一番おかしい。今るる言われましたけ

ども、やっぱりみんなの中でみんなで解決していく、こういう方向で行ってほしいと思います。

またこの解放子ども会には講師の先生がお見えになって、学校の先生方が当番という形でお見

えになってるんだと思いますが、この方たちの手当というか、これはどういうふうになってお

りますか。 
○人権同和政策課長 
 解放子ども会に来ていただいております推進委員の先生につきましては、１時間あたり２０

００円、１時間半行っていただいておりますので１回につきましては３０００円の謝礼金をお

支払いしております。平成２２年度述べ１６１６名で、４８５万円ほどの支払いをいたしてお

ります。 
○宮嶋委員 
 公務員には兼職禁止というのがあると聞いておりますが、これには当たらないという判断で

すか。 
○人権同和政策課長 
 解放子ども会の推進委員の講師につきましては、地方公務員法第３５条あるいは教育公務員

特例法の第１７条におきまして、本務の遂行に支障がないと任命権者において認める場合には、

教育に関する他の事業、もしくは事務に従事することができるということになっておりますの

で、兼職の禁止の条項にはあたらないかと思っております。 
○宮嶋委員 
 学校の先生方、本当に大変で、残業残業で苦労されております。本当に本業のほうに支障が

ないのかどうか、アンケート調査でも何でもやって一度きちっとそれを調べていただきたいと

いうふうに要望しておきます。 
２３６ページ、人権同和教育費 人権同和啓発事業ということで啓発の委託料が出ておりま

す。これについて説明をお願いします。 
○人権同和政策課長 
 人権同和啓発事業の委託についてご説明申し上げます。ＮＰＯ法人人権ネット飯塚に委託を

いたしております。本ＮＰＯ法人につきましては、平成１６年４月に設立されております。地

域住民の人権意識の高揚を図るとともに人権のまちづくりを推進することを目的として設立さ

れております。委託するにあたりまして人権同和問題にかかわる啓発事業、各地区や自治会単

位での研修事業、広報事業などの人権啓発にかかるさまざまな事業を委託しているところでご

ざいます。 
○宮嶋委員 
 平成２２年度の委託料が２８００万円ありますが、これの内訳をお願いします。 
○人権同和政策課長 
 内訳といたしまして、ＮＰＯの指導員の先生８名分の賃金が約２２２７万円、社会保険料を

含む共済費が約３０７万円、消耗品費等諸経費が約９４万円、啓発講演会等の事業費が約１１

１万円、消費税１３７万円、合計約２８７７万円となっております。 
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○宮嶋委員 
 大部分が賃金ということですが、この算定基準はどうなっておりますか。 
○人権同和政策課長 
 この算定基準につきましては、ＮＰＯに委託する前までは各公民館に市の直営の嘱託職員を

配置いたしておりましたので、委託料算定に際しましてはこの市の嘱託職員賃金相当を算定基

準といたしております。 
○宮嶋委員 
 わかりました。２３６ページ、人権同和教育費の人権同和教育研究協議会の補助金です。こ

れについて説明をお願いします。 
○人権同和政策課長 
 人権同和教育研究協議会の目的、構成等をご説明申し上げます。この団体の組織といたしま

して同会の規約の第２条に、この会は部落差別をはじめとするあらゆる差別と偏見をなくし、

人権確立と共生の社会を実現するため、人権同和教育及び啓発の実践と研究に努めることを目

的とするという条文がございます。設立は２００６年７月でございます。その構成といたしま

しては、教職員を中心といたしました学校人権同和教育部会、それと保育所、幼稚園の職員を

中心といたしました就学前人権同和教育部会、それと行政職員を中心といたしました社会人権

同和教育部会の３部会で構成されております。平成２２年度の会員数は９３４名及び民間団体

２団体でございます。 
○宮嶋委員 
 この協議会に対して資料が１０６ページから１１０ページまで、平成１８年から出ておりま

すので、平成１８年には合併によって合同になったということで予算がこれ８月からというこ

とになって組んであるんですが、ちょっと前のところまでさかのぼると怒られるかもしれませ

んけど、そのときの補助金が７００万円です。繰越金が１５０万円もあるんですよね。どうい

う根拠でこの補助金を組まれたのかなと思いながら見ていきますと、毎年５０万円、４９万円、

５７万円というふうなことで補助金がずいぶん残ってきております。本当に精査された補助金

だったのかというふうに思いますが、この辺の流れというかいきさつはわかりますでしょうか。 
○人権同和政策課長 
 この補助金が平成１８年以降年々減額いたしております。その要因といたしまして、主なも

のにつきましてご説明申し上げます。１９年度から２０年度にかけましての主なものは、人権

同和教育協議会補助金が１割カットということで６５万円ほど減額、これに加えまして小中学

校、高校、大学の入学支度金及び就学奨励金補助金等が学校教育課へ移管した部分、これが大

きく約６５０万円の減額をいたしております。また人権交流フェスティバル負担金が約１１０

万円の減額となっております。それから２０年度から２１年度の減額につきましては、人権同

和教育補助金が旅費等の組み換えによりまして約３００万円ほどの減額をいたしております。 
○宮嶋委員 
 もともとの補助金の算定がね、最初から次が減ってきたというとこれまた別の理由があった

ようですけれども、これだけの補助金、ほとんどが人件費というようなことでの補助金がこん

なに余って、毎年繰り越されていたということが、昨日のあの解放同盟の補助金のところで残

った分は返還していただくというふうに決まったそうですのでこれもそういうふうになってる

と思うんですけど、それが当たり前のことで、また逆に言えばそんなに余るような補助金を最

初からやってるわけですよ。活動というのはお金があればどの団体でもそうですけど、お金が

あればもっとたくさんの活動ができるしというのはあるから欲しいですよね。でも他の団体で

見ていくと、それがこちらが希望するだけの補助金が出てこないからやっぱりその活動が制限

される部分だとか、自分たちの会費をふやすだとか、そういう工夫をされて運営してあるのに、
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こういうふうな補助金の管理の仕方、今後改められていくということですけども、いろんな努

力をされて繰り越しが出てくる分もありますでしょうけども、この辺をきちっとやっていただ

きたいというふうに思います。この団体の事務局というのはどこにあるんでしょうか。 
○人権同和政策課長 
 規約によりますと、事務局は会長が定める場所に置くということになっております。役員の

中の事務局長が主な事務にあたっている状況があります。平成２２年度の事務局長は小学校教

員があたっておりますので、従いまして正式な事務所はございませんが、事務局長が時間外に

おいて事務を行っておる状況でございます。 
○宮嶋委員 
 毎年事務局を引き受けられる先生がいらっしゃる学校が事務局ということですね。この項は

以上です。 
○委員長 
暫時休憩いたします。 

休 憩 １４：０５ 
再 開 １４：１５ 
委員会を再開いたします。 
次に、２４０ページ、江口委員に質疑を許します。 

○江口委員 
 まず学校図書費についてお聞きいたします。学校図書館について以前も取り上げたことがご

ざいました。そこでお話しさせていただいたのが、充足率がどうかという部分と本が古いとい

うお話をさせていただきました。以前お話をさせていただいたときには、もしかしたらソ連が

載っている百科事典がまだあるじゃないかというお話をさせていただいたと思っておりますが、

現実、平成２２年度におきましては、学校図書館の図書の充足率はどのようになっております

でしょうか。 
○教育総務課長 
 学校図書標準に対します充足率につきまして、平成２２年度末現在におきましては小学校で

８８.３％、中学校で８３％となっております。ちなみに２１年度と比較いたしまして小学校で
３ポイント、中学校では２.４ポイントの増となっております。平成２２年度につきましては特
に充足率が低い学校への予算を増額するとともに、国の住民生活に光をそそぐ交付金等も活用

しながら図書の整備を行ったことによりまして小中学校とも増となったものでございます。な

おこの交付金につきましては２３年度にその多くを繰り越しておりますので、２３年度にまた

さらに図書の整備を実施しているところでございます。 
○江口委員 
 もう一点、図書の新鮮さというお話をさせていただきました。この点についてはどうなって

おりますか。 
○教育総務課長 
 平成１９年度から各学校の図書台帳の整理とあわせまして、古い図書の整理・廃棄を実施し

てきているところでございます。廃棄の状況でございますが、小中学校３４校の合計で過去３

年間の数字で述べさせていただくと、平成２０年度は１４,７６２冊、２１年度は８,８９４冊、
２２年度では９,２６２冊の図書を廃棄いたしております。また２２年度の、先ほど申しました
国からの交付金によりまして、小中学校合わせまして約２６００万円強の予算を通常の予算と

は別枠でいただいておりますので、この予算等を活用いたしまして地図や辞書、辞典などの高

額な図書につきましても購入し、古い図書の入れ替えを行っているところでございます。 
○江口委員 
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 それでは、その学校の図書館を利用して行うものがありますよね、教育活動の中で。調べ学

習と呼ばれるエリアだと思っておりますが、この点についてはどのようになっておりますか。 
○学校教育課長 
 調べ学習につきましては学校図書館が教育活動の展開を支える資料センターの機能を持って

おりまして、児童・生徒が学ぶための学習情報センター、そういった機能、あるいは豊かな感

性や情操をはぐくむ読書センター、そういった機能を持っております。このような観点から小

中学校におけます各教科等においては、学校図書館を計画的に活用した教育活動等の展開が重

要になってきております。本市小中学校では特に国語科、社会科及び総合的な学習の時間等に

おいて学校図書館を利用して、その図書や資料を活用しながら児童・生徒が主体的に学習課題

の解決のために、図書や資料を使って調べる活動を通した学習がいま行われております。そう

いったものが調べ学習ととらえております。 
○江口委員 
 調べ学習を行うのに十分な資料が学校図書館には準備されている。また資料以外の要素があ

ります。その点についても十分なされているという判断なのか、それともまだまだこういった

部分で足りないんだという分があるのかどうか。その点についてお聞かせいただけますか。 
○教育総務課長 
 先ほども答弁申し上げましたとおり、辞書や辞典等の更新も行っているところでありますし、

また学校で資料が不足するときにつきましては近隣の学校や市立図書館からの資料を取り寄せ

るなど、またインターネット等を活用するなどして、学校の先生と学校図書司書が連携をしな

がら調べ学習がスムーズに行える対応をとっているところでございます。 
○江口委員 
 不足するものはないという判断なのか、いま首を横に振られた学校教育課長はやっぱり思い

があるのだと思うのですが、まだこのあたりのところがまだまだ欲しいとか、足りないと思っ

ているんだという点をお聞かせいただけますか。 
○学校教育課長 
 私も以前学校で教員しておりましたから、調べ学習につきましては、特に数学科におきまし

ては０がどこで発見されたか調べなさいというような調べ学習を行っておりましたが、そうい

った点で言いますと、そういった本は意外に少なかったように思っています。ですから、今い

ろんな教育活動が多様化しておりまして、また価値観も多様化しておりますが、そういった中

での活用になりますと、いま学校図書館にそういった図書があるかと、全てあるかといったこ

とについては、その中では全て対応できるものではないのではないかというようには思ってお

りますし、また別の件にはなりますが、パソコン等ありますからインターネット等での調べ学

習、そういったこともいま行われているように思っております。 
○江口委員 
 首を横に振られたのがまさに現実だとなっています。学校の先生方はそうだと思っておられ

るでしょうし、子どもさん方も行って調べようと思ったのはいいんだけど、これで足りるのか

なと思いながら、数少ない資料の中で探していく。そしてまた、それを支える人材の部分でし

っかりしているかと言うと、まだまだトレーニング不足なのかなという思いがなくはありませ

ん。そういった部分とあわせて、しっかりとした努力をしなくてはならない。充足率について

も１００が良いわけではありませんが、まず最低は１００でしょうし、そして資料が十分な間

隔で新鮮さを保っていかなくてはならないと思っています。その点についてさらなる努力をお

願いいたします。 
○委員長 
 次に、２４０ページ、宮嶋委員に質疑を許します。 



 36

○宮嶋委員 
 ２４０ページの教育振興費、就学援助についてということで、資料は１１６ページに出して

いただいております。就学援助の実施の今の状況と特徴ということでお願いします。 
○学校教育課長 
 就学援助を受ける児童・生徒の状況でございますが、平成２１年度は準用保護というもので

ございますが約１８％、平成２２年度は２０％となっております。その前年度も１６％弱でご

ざいますから、毎年２％ずつ増加しているという状況でございます。また生活保護、準用保護

を含めたものになりますと平成２１年度は２４％、平成２２年度は２５.６％となっておりまし
て、これも増加しているという状況でございます。そういった特徴がございます。 
○宮嶋委員 
 増加していると、この裏にどういうことが考えられるのかというところまでお願いいたしま

す。 
○学校教育課長 
 ふえている状況につきましては、各家庭での収入、所得が減少していると、言いますれば生

活が苦しくなってる状況の家庭がふえているということであろうと思っています。 
○宮嶋委員 
 やっぱりそういう不況、雇用の問題、こういうものが子どもに色濃く出てきているんだとい

うふうに、子どもたちが本当にいろんな問題を、学力の問題だとか、こういう経済的な問題も

抱え込まないといけないという状況にあると思います。学校教育は本当にそういう意味でも大

変なご苦労があると思いますが、ぜひよろしくお願いします。これで終わります。 
○委員長 
 次に、２５４ページ、江口委員に質疑を許します。 
○江口委員 
 図書館の運営について一言申し上げたいと思っております。図書館については指定管理者導

入等々に際しまして格差、飯塚市内には５館図書館があるわけですが、その格差の是正が急務

であるというお話を以前からさせていただいていたかと思っております。その点について現状

どのような形がなされているのか、購入費、開館時間、職員、そういった面からどのようにな

っているのか、資料も提出していただいておりますが、改めてお聞かせください。 
○生涯学習課長 
 平成２０年に出されました請願書にあります、図書館５館の格差の是正についてということ

でございますが、具体的な内容については開館日、開館時間それから図書費の配分については

変わっておりません。ただ各館、図書館５館で行っております他館の図書をリクエストできる

配本業務を行うようにしており、この業務がかなり周知されてきたということもあり、少しで

はありますけど格差の是正になっているのではないかなというふうには思っております。 
○江口委員 
 そのような形では困るんです。開館時間、職員配置状況、利用者、そして購入費、それにつ

いて詳しく説明をしてください。 
○生涯学習課長 
 まず開館日につきましては頴田図書館以外は現在統一されております。頴田図書館につきま

しては頴田公民館の中に図書館があるため、公民館の開館日にあわせているところでございま

す。また開館時間につきましても飯塚館が９時３０分から１９時まで、筑穂館と庄内館が９時

３０分から１８時まで、穂波館と頴田館が９時から１７時までとなっております。この時間内

容につきましては立地場所や図書館の規模、また利用者の数、また経費的な面も考慮した中で、

開館時間を現在設定しているところでございます。また、毎年行っております図書館での利用
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者アンケートにおいて、時間別の利用者では午後４時以降に利用される方は飯塚館が１４％、

筑穂館が２１％、庄内館が２０％、穂波館が５％、頴田館が０％というふうになっております。

またこのアンケートにおいて開館時間の延長に対する要望につきましては、各館いまのところ

ありませんが、今後は利用者のニーズに沿った図書館運営を心掛けたいと思っております。 
また、図書館における図書購入費につきましては、現在の配分につきましては合併前の図書

購入費を参考に配分しているところでございます。ご指摘の点につきましては資料の１１８ペ

ージにありますように、平成２２年度の決算額で言えば飯塚館の１８３０万円に対し頴田館は

５１万円と大体３５分の１以下になっております。しかし図書館の規模も同様になっておりま

すところから、図書を収納できる容量もかなり違っております。また飯塚図書館は規模や蔵書

数から見ましても、飯塚５館の中の中央図書館的な役割を含んでおりますので、資料の保管と

いう面で高額図書や歴史的価値の高い資料の充実を図るとともに、市立図書館全館で使用する

団体貸し出し用の図書やおはなし会用の備品の購入費なども含まれております。図書購入費の

配分につきましては、施設規模等の状況も考慮した中で配分しているのが現状でございます。

また職員数につきましても、図書館の規模に応じて職員を配置しているのが現状でございます。 
○江口委員 
 図書館の規模に応じてと言われましたが、図書館の規模が先にあるんですか。図書館の規模

が先にあるからそれに応じてサービスは小さいんだと、だったら小さい所は小さいままですよ

ね。それが正しいとお思いですか。請願の趣旨はどういったものですか。 
○生涯学習課長 
 請願の趣旨につきましては自分の住んでるどこでも誰でも同じようなサービスが受けられる

というような状況をつくってくださいというような内容だというふうに考えております。ただ、

いま言われますように、図書館の規模についてはどのように考えているのかということですけ

ど、現実、図書館それぞれ、この提出資料の中のありますように、蔵書を入れる規模といいま

すか、１番大きな飯塚図書館から１番小さな頴田図書館まで、現状の状況の中で同じサイズの

図書館にすることについては非常に難しいというふうに考えております。そういうことから各

館の図書を利用できる配本システムというものをつくり上げて、自分の利用する図書館にない

本でも貸し出すことができるというようなシステムにしておりますので、そういうところを利

用していただければ、少しではありますけど平準化とまではいきませんが、自分の読みたい本

が借りることができるというふうに考えております。 
○江口委員 
 はっきり言って、この請願の趣旨に対して誠実に行動しているとは全く思えないわけです。

教育長どうですか。この請願に対して教育委員会は誠実に向き合って、その行動を成している

とお思いですか。 
○生涯学習部長 
 今の江口委員のご指摘でございますが、この請願以降指定管理者の導入に伴って、いろんな

サービス向上を図っているとともに、例えばいま一番小さいと言われております頴田図書館に

つきましても教育委員会のほうでいま建設が始まりました小中一貫教育校に図書室を併設いた

しまして、地域の方々へのサービス向上に努めるようにしているところでございますし、穂波

図書館等につきましても現在まだ検討協議中でありますが、子どもたちに特化したような図書

館の利用というようなことも検討しているところでございますので、教育委員会として全くこ

の請願に対して何もしてないということではないというふうに考えております。 
○江口委員 
 そうは言われますが、誠実に向き合っているとは思えません。それはある意味、行政のほう

としての判断もあるかもしれませんが、市民の方々から見た判断もございます。現実に、明ら
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かに頴田の図書館というのは公民館図書室の延長ですよ。ただそれにしてみても、そこを広く

するのは、言われたように小中一貫校の建設を待とう、それもありかもしれませんが、そこま

での間においてきちんとした段階を踏んでこういった形でサービスを充実させていこうという

動きがなかったら、議会としても現実どうなのと。今お言葉の中にも頴田小中一貫校の中に図

書室をというお言葉が出ました。まさにやっぱりそこが意識だと思うんです。議案として上が

ったときには図書館とはなっておりましたが、まだまだサイズとしては果たしてどうなんだろ

うと、そこで図書館に見合うだけのサービスは提供されるんだろうかと非常に不安があるんだ

と思うんです。そこら辺についても今度、課長は規模があってできないんだと言われた。じゃ

あその小中一貫校の中では、その規模についてはきちんと拡充がなされ、開館時間、そして職

員、今は公民館との併用ですよ。この図書館と名前がついておりますが、同じ部屋の中には人

がいないわけですよね。そのあたりについてはきちんと改善がなされるんでしょうか。 
○生涯学習課長 
 本年度から工事が始まります頴田小中一貫校の公民館の中に図書館という形で設計を入れさ

せてもらっております。大きさとしては図書館の占用部分としては、今の頴田図書館の２.６倍
近くの大きさになります。それに共用部分の会議室、トイレ、授乳室等いろいろつけますとか

なりの面積になるんじゃないかというふうに考えております。また蔵書についても館自体が今

の部分よりも広くなれば、その分蔵書数についてもある程度ふやすことができるんじゃないか

なというふうに考えております。飯塚図書館に近づけるというほどの規模ではないにしても、

配本システムと図書館の相互活用をしていただければ、現状よりは改善できるというふうに考

えております。 
○江口委員 
 現状よりは改善するからでいいんですかね。現状よりは改善して、この言われたサイズが４

３平方メートルが２.６倍したらどのぐらいになります。３をかけても１５０平方メートルです
よね。１５０平方メートルといったら穂波よりも小さいですね。この請願で言われたのは、指

定管理者を導入する３館と穂波、頴田、この２館との差が大きいと。だからこそ、その平準化

をしようと。そしてまたもう片一方では、図書館というのが市民の学習の基盤であるから、だ

からこそ底上げをしようという形だったわけでしょう。同じように国においても関連法ができ、

子ども読書基本計画もやりながらやってきたわけですよね。もう一度ちゃんと考え直すべきだ

と思いますよ。どうですか。 
○生涯学習課長 
 委員の言われることも重々わかるんですけど、平準化という名のもとに現在ある飯塚市立図

書館規模に全てを合わせるということについては非常に困難を要すると考えております、今の

飯塚市の財政事情を考えると。ただ面積につきましても、今回、今２.６倍と言いましたけど、
あくまでも蔵書を置くスペース分だけでございますので、他の共用部分、会議室、トイレ、授

乳室とか一般的な図書館に付随する面積も加えますと、いま言われたような部分よりも少しは

広く感じて使っていただけるんじゃないかなというふうに思っております。何度も言いますよ

うに蔵書数につきましても、その規模に合わせた蔵書数が確保できるというふうに思っており

ますので、委員とはだいぶん開きがございますけど、平準化に少しでも近づけて行けるという

ふうに思っておりますし、そういう事情がございますので、どうかご理解をお願いしたいと思

います。 
○委員長 
 次に、２５４ページ、宮嶋委員に質疑を許します。 
○宮嶋委員 
２５４ページ、図書館費の市立図書館指定管理委託料についてですが、この今の図書館の状
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況、今いろいろ出てきましたけども、指定管理に関してよろしくお願いします。 
○生涯学習課長 
 指定管理導入後の状況でございますけど、導入後の状況につきましては、図書館の利用者、

利用登録者、貸出利用者、貸出冊数につきましては、指定管理後の平成２０年度から順調に伸

びてきております。また指定管理後の取り組みとしてブックスタートの開始や図書館における

図書コーナーの充実、時事・地域催事・新書図書コーナーの新しい設置など、利用しやすい図

書館づくりを進めているところでございます。また毎年行っております利用者アンケートでも、

職員の接遇の改善やレファレンス能力の向上など、職員の資質についてもある一定の評価を得

ております。指定管理後、そういうところで若干サービスの向上があったと考えております。 
○宮嶋委員 
 次に、２５４ページ、図書館費なんですが、今るる江口委員のほうからも出ましたけれども、

金額がなかなか増えていかないで本当に横並びというか、毎年同じ金額、光を注ぐというのが

あるらしいですけど。ということで図書費が出ておりますが、ぜひやっぱり増やしていただき

たいというのと、この図書を購入するにあたって誰がどういう図書を購入するのかということ

は各館それぞれで決まるのか、その辺のところをお願いします。 
○生涯学習課長 
 図書費が合併当時に３６３９万１千円が翌年度は３３３９万円になって現在に至っていると

いうことで、これ以上上げれないかというご質問でよろしいでしょうか。この件につきまして

は飯塚市で予算措置しております図書館費がどの程度のものかということを調べましたところ、

福岡県立図書館が行った平成２２年度の県内各市の図書館購入費調べによれば、飯塚市の市民

１人当たりの購入額が２５６円というふうになっております。この金額は、同じような市、人

口１０万人前後の市と比較しました結果、低いほうでなく高いほうではないかなというふうに

思っております。 
また、先ほど委員が言われましたように、２２年度は住民に光を注ぐ交付金という形で１千

万円を活用して図書を購入する予定にしており、これは繰り越しておりますが、２３年度にこ

の１千万円の交付金を利用させていただいて図書資料等を購入するようにしております。また、

図書費の増額につきましては、今後とも関係各課に要望していきたいというふうに考えており

ます。 
また、購入の方法でございますけど、通常の新刊図書につきましては各図書館の司書が週間

新刊全点案内とか書店または版元などの見計らい、それから各種ブックキャラバン、ブックフ

ェアなどを利用して資料を選定し発注を行っているところでございます。ただ高額資料とか郷

土資料とかの問題のある、物議のある資料などについては、図書館資料選定委員会において検

討し購入しているところでございます。 
○宮嶋委員 
 全体を挙げて、図書館それぞれの設備というか図書を充実させていくこととあわせて、やっ

ぱりせっかく５つあるんですから、それぞれの図書館に特徴を出して、こういう種類の本はこ

こが充実しているよとか、そういう特徴をつけることも大事じゃないかなというふうに思いま

すので、ぜひ選定委員会なり何なりでも審議されて、どういう図書館をつくっていくのかと、

最低限の市民の皆さんに提供する図書っていうのは絶対的にいると思うんですけど、あと細か

なところでそういう工夫をしていって、児童書ならここが多いよとか、こういう専門誌はここ

が多いよというような特徴づけをしていくと、皆さんいろんな図書館利用されるんじゃないか

なというふうに思いますので、ぜひその辺工夫をしていただきたいんですが、そういうことを

要望しておきたいんですが、考えていただけますでしょうか。 
○生涯学習課長 



 40

 いま言われました点につきましてはまだ大きな特徴と言えるかどうかわかりませんけど、図

書館によってその地域の要望される本を集めるようにはしております。今後ともそういうとこ

ろでできるだけ、５館それぞれ特色のある図書館づくりに努めていきたいというふうに考えて

おりますので、よろしくお願いします。 
○委員長 
次に、２５８ページ、宮嶋委員に質疑を許します。 

○宮嶋委員 
２５８ページ、文化会館費、教育文化振興事業団運営費補助金についてですが、この内容を

教えてください。 
○生涯学習課長 
 事業団への補助金につきましては、そのほとんどが事業団職員の人件費でございます。補助

金に占める割合は９３％で、残りが事務費というふうになっております。 
○宮嶋委員 
 この事業団、何人の職員がいらっしゃるんですか。 
○生涯学習課長 
 現在、事業団では事務局長１名、事務を担当する職員が２名、それから受付等の管理業務に

３名の職員、それと駐車場係が３名おりまして、合計で９名在籍しております。 
○宮嶋委員 
 この項はいいです。 
○委員長 
 次へどうぞ。 
○宮嶋委員 
 ２６０ページ、保健体育施設管理費という維持管理委託料について、いわゆる指定管理委託

料というのが別にありますが、それ以外は全て直営で管理している施設委託料でしょうか。 
○生涯学習課長 
 健康の森公園、市民プール及び体育施設指定管理委託料以外の委託料につきましては、直営

で管理しております１７施設の業務委託料や管理委託料でございます。 
○宮嶋委員 
 それでは運動指導業務委託料はどのようなものでしょうか。 
○生涯学習課長 
 運動指導業務委託料につきましては、健康の森公園多目的施設において施設利用者に対する

運動器具等の使用指導やトレーニング指導を行うための指導員の配置に係る業務委託料でござ

います。 
○宮嶋委員 
 指導員は何人いらっしゃるんですか。 
○生涯学習課長 
 だいたい３名ほど常駐しておりますが、はっきり何名という形では委託しておりません。３

名必ず置くようにという形で、それぞれ委託先から派遣されるようになっております。 
○宮嶋委員 
 個人の契約ではなくて、その委託先から常時３名入れ替わりがあるけれども、お見えになっ

ているということですね。了解しました。 
○委員長 
 次に、質疑事項一覧表以外の質疑を許します。質疑はありませんか。 
（ な し ） 
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質疑はないようですから、第１０款 教育費についての質疑を終結いたします。 
次に、第１１款 公債費、第１２款 予備費及び第１３款 災害復旧費、２６２ページから

２６６ページまでの質疑を許します。質疑はありませんか。 
（ な し ） 
質疑はないようですから、第１１款 公債費、第１２款 予備費及び第１３款 災害復旧費

についての質疑を終結いたします。 
暫時休憩いたします。 

休 憩 １４：４８ 
再 開 １４：５９ 
委員会を再開いたします。 

○坂平委員 
 市長は、出席はどうなっちょんですか。午後から見らんごとあるし、市長不在でいいんです

か。何の報告もないですけど。 
○委員長 
 すみません。市長から留守についての報告があっておりましたので、私のほうで了承させて

いただいておりますが、市長はもう少しで帰ってくると思いますが、ご了承願えますか。よろ

しくお願いします。それでは続けます。 
○生涯学習課長 
 申しわけございません。先ほど宮嶋委員の多目的施設のトレーニングにおける指導員の数に

ついて誤った答弁をしておりましたので、訂正させていただきます。答弁の中で常時３人と申

し上げておりましたが、正しくは常時１名以上という形でいま契約をしておりますので、訂正

させていただきます。どうもすみませんでした。 
○委員長 
 了承願います。 
次に、歳入についての質疑に入ります。第１款 市税から第１０款 地方特別交付金、１０

０ページから１０２ページまでの質疑を許します。 
まず質疑事項一覧表に記載されております１００ページ、宮嶋委員の質疑を許します。 

○宮嶋委員 
 １００ページの市税滞納繰越及び差押さえについてということで質問をさせていただきます。

資料の１ページに数字は出していただいておりますが、この間の滞納額の推移と状況について

説明をお願いいたします。 
○納税課長 
 いま申されましたように、資料１ページの一番上の表をごらんください。収入未済額の状況

ということで、税目ごとに平成１８年度から２２年度までの額を記載しておりますが、この収

入未済額が基本的に滞納繰越額として次年度に繰り越されることとなります。推移といたしま

しては１８年度から２２年度まで金額的には減少傾向にございますが、これを対調定費から見

ますと、１８年度は１０.６８％、１９年度は８.６５％、２０年度は７.１３％、２１年度は７.
１７％、２２年度では７.２３％と推移しております。このことからは収入未済額、いわゆる滞
納繰越額はここ３年間は対調定費７％で推移しておりますが、金額的には１０億円を上回る大

きな額でございます。また市税全体の調定額も１８年度から減少しております関係上、収入未

済額いわゆる滞納繰越額が減少しているからといって税の増収になっているとは考えておりま

せん。 
○宮嶋委員 
 何度も申しますが、経済情勢がこんな苦しい中で、前年度の収入に対して税金もかかってく
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るということでは、本当に徴収される皆さん大変なご苦労をされているというふうに思います。

その資料の２つ下に差し押さえさえの状況調べというのが載っております。いくつかいろんな

種類が書いてあるんですが、差し押さえさえができない、こういうふうに決められているもの

は何でしょうか。 
○納税課長 
差し押さえ禁止財産については、各それぞれの法令によって決まっておりまして、生活に対

する必需品とか、あと給与等々そういうもので生活に必要なもの、そういうものにつきまして

は差し押さえができないというふうになっております。 
○宮嶋委員 
 それでは具体的に給与については差し押さえができるんですか。 
○納税課長 
 給与につきましては基本的にはできます。 
○宮嶋委員 
 どのくらいの割合とかいうのがあると思いますが、いかがですか。 
○納税課長 
 給与につきましては滞納者本人の勤務先を調査するとともに、勤務先に差し押さえ可能額の

お願いをいたしまして、差し押さえをするということになります。なおその可能額でございま

すが社会保険料や所得税等の控除額をはじめ扶養者の人数等もその控除の範囲になりますので、

一概に給与の何割というふうなことにはなっておりません。 
○宮嶋委員 
 そうだろうというふうに思います。いわゆる社会保険とか諸々引いた後で、例えば２人家族、

３人家族、この方たちがその１カ月暮らしていけるかどうか、必要最小限の金額を引いたその

金額が差し押さえられると、そういう理解でいいですか。 
○納税課長 
 そのとおりです。 
○宮嶋委員 
 それでは児童扶養手当、またいま子ども手当というのありますが、こういうものについて差

し押さえはできるのでしょうか。 
○納税課長 
 児童扶養手当等のものにつきましては、それ自体の差し押さえはできません。 
○宮嶋委員 
 あと預貯金という欄があるんですが、これ大変な金額ですよね。その預貯金というのは何な

のかというのを聞いていいですか。 
○納税課長 
 預金につきましては、銀行または郵貯銀行等々に預金してあります債権でございます。 
○宮嶋委員 
 以前は生活費が少し余るから、このくらい毎月貯金しようということで銀行に持っていかれ

たり、郵便局に持っていかれたりということで、それが預貯金だという考え方だと思うんです。

いまは皆さんもそうだと思いますが、銀行振り込みにされているんじゃないかなと思うんです

よね。いま言いました児童扶養手当だとか子ども手当、こういうものも含めて通帳に入るわけ

ですよ。この通帳に入ったら預貯金ですか。 
○納税課長 
 そのとおりでございます。 
○宮嶋委員 
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 納税課長としてはあれなんでしょうけど、一個人としてそういうふうに考えられますか。社

会常識的に給料が振り込まれたら、それからお金を下ろして皆さん生活されるわけですよ。生

活費なんです。さっき言ったように、給料の差し押さえはこのくらいの金額以上は差し押さえ

できませんよという法律があるわけですよ。実際は給与が振り込まれている通帳を見れば分か

ると思うんですけど、これは通帳に入ったから預貯金だと、こういうふうに課長が断言される、

法律とか何とかにそういうのが決まっているんでしょうか。 
○納税課長 
 我々が差し押さえを全体的にする前に、そういうふうな差し押さえをする前に、滞納者の方

の税金の滞納がまずあるわけです。ですから私たちはその差し押さえをしたいとかそういうこ

とで差し押さえをしなくちゃいけないということでやっているのであって、差し押さえをした

いがためにそれをするということではありません。ですからそこら辺ちょっとご理解いただき

たいんですけれども、我々が連絡をとるとか、督促、催告、いろいろとするわけですけれども、

それでもなおかつ出てこられない、また電話をしても連絡がいただけないというふうなことで、

やむなく差し押さえをしたら出てこられる滞納者の方が多ございます。だから一概に給料をと

るためとか、そういうことじゃないんです。向こうとの相談を始めるための手段としても使っ

ているわけです。そして私たちが財産調査を行いまして、その口座の中に預貯金等の財産を発

見した場合は、国税徴収法の第６３条の第１項において、「徴収職員は債権を差し押さえるとき

は、その全額を差し押さえなければならない」と規定されております。ですのでその規定によ

りまして、我々は全て差し押さえを行っているということでございます。しかしながら、これ

は従来から申し上げていることですけども、差し押さえ後に子ども手当や児童扶養手当、そう

いうものが入っているというふうな申し出がありましたら、その中で納税協議を行いまして、

分納や納付計画等で誓約書などの提出がありましたら、一部返還とかそういうものも含めて行

っておりますので、取りっぱなしというふうなことではございませんので、ご理解をいただき

たいと思います。 
○宮嶋委員 
 そこら辺のご苦労は重々わかった上で質問をさせていただいておりますが、やっぱりその前

に皆さん相談に来られれば、いくらでも応じますよということなんですが、なかなか敷居が高

くて中が見えないようにいま暖簾がついていますよね。あれも工夫の１つかなと思いますけど、

それでもやっぱり皆さんどうしても行けなかったと、どうでもこうでもお金を下ろしに行った

ら全額引き下ろされていたので、慌てて相談に見えるという方もいらっしゃいます、確かに。

ところが差し押さえをされて、その前に確かに督促が来ているのは来ていると思うんですけど、

その辺の認識が薄かったり、先延ばしにされたりということで、そこら辺が納税者の方にも確

かに問題がある部分があると思うんですが、差し押さえされて相談にお見えになる方はいいん

ですけど、最悪お金がなくってその後をどうするかっていう、こんな状況で金も払えず役所に

も行けず、どうしようかということで自殺まで考えられる方とかいうのも無いことは無いと思

うんです、考えられないことは。そういう意味でもやっぱり給料とか、さっき言われましたけ

ど預貯金が入っていたんで全額引き落としましたというのは、通帳に入ったら預貯金だという

固定観念ですね、昔からの。それを変えていかないといけないと思います。通帳に入っていた

ら預貯金だという考え方だけはやめていただきたいなというふうに思います。それで、もしそ

の方がお見えになって、これが給料だと、子ども手当だということが分かれば、給料はともか

く、例えば給料の何％かの分ですね。それと児童扶養手当とか子ども手当がもし差し押さえら

れていたとしたら、給料は増えた分ですね、全額一応返していただけますか。 
○納税課長 
 いま質問委員さんが言われたことは十分に理解できますけれども、ただうちのほうに入って
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きた分が全て子ども手当だから全部返してくれ、児童扶養手当だから全部返してくれと言われ

ても、はいそうですかと言う訳にはまいりません。なぜかと申しますと、当然その方は差し押

さえられたということは滞納税があるわけです。ですから返すのはいいんですけども、いまあ

る滞納税はどうされますかと。当然そこで協議をして、お互いが納得して、こういうふうな形

で分納しますとか、解決策をちゃんと見出してからお返しすると、無条件に全額を返すという

ことはいかがなものかと思っておりますので、そういうふうにきちんと滞納者の方と話がつい

た場合には一部返還も含めてあり得るということでございます。ですからむやみには返さない

ということです。 
○宮嶋委員 
 むやみには分かりますけど、もちろんお見えになれば分納相談するわけですから、法律で差

し押さえたらいけない部分は一旦お返しして、その中から返していただくということにならな

いんですか。 
○納税課長 
 そういうこともないとは言えませんけども、過去にそういうふうな話でお返ししてそのまま

と、次出てきてくださいというふうな話をしたときに、出てこられずにそのままというふうな

こともございました、実際に。ですのでそこは慎重にやっぱり行っていかなくてはいけないと

いうふうに考えております。 
○宮嶋委員 
 そのままということがあったということですけど、皆さんそういうわけじゃないし、お返し

したその金額の中から１回分というか、分納の相談になった１回分をもらえばいいわけでしょ

う。一旦返すべきじゃないですか。 
○納税課長 
 言われることも含めまして、当然その状況状況によって違いますので、ケース・バイ・ケー

スでですね、そこら辺は対処していきたいというふうに考えております。 
○宮嶋委員 
 よろしくお願いいたします。それと通帳に入ったお金が全部預貯金だという考え方ですね、

それをぜひ今後検討していただきたいという要望をしておきます。 
○委員長 
 続いて１０２ページ、宮嶋委員に質疑を許します。 
○宮嶋委員 
 １０２ページ、国有提供施設等所在市町村助成交付金、この交付金の内訳をお願いいたしま

す。 
○課税課長 
 いま宮嶋委員のほうからご質問がありました助成交付金とは、いわゆる基地交付金のことで

ございます。これにつきましては国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律に基づき

まして、国が所有する固定資産のうち、米軍が使用している固定資産や自衛隊が使用する演習

場等が交付対象となります。国有財産台帳に搭載されております価格に応じました割合で、各

市町村に交付されるものでございます。固定資産税を課することができないために、固定資産

税にかわる財政補給金的な性格を有するものでございます。これの配分につきましては平成２

２年度、国の予算が約３３５億円ございます。この金額を総額の１０分の７は各市町村の区域

内に所在する対象資産の割合で按分しまして交付されます。そして残りの１０分の３につきま

しては対象資産の種類、用途、市町村の財政状況等を考慮して配分をされておるところでござ

います。 
○宮嶋委員 
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 この３３５億円とおっしゃいましたけど、この予算は毎年違ってくるわけですか。 
○課税課長 
 この交付金は総務省管轄になりますので、総務省のほうで国の予算として上がっております。

近年の傾向を見ますと、若干ではありますけれども少しずつ上がっているように見受けられま

す。 
○委員長 
 他に質疑はありませんか。 
（ 他になし ） 
質疑はないようですから、第１款市税から第１０款地方特例交付金までの質疑を終結いたし

ます。 
次に、第１１款地方交付税から第１４款使用料及び手数料、１０２ページから１１０ページ

までの質疑を許します。まず、質疑事項一覧表に記載されております１０６ページ、宮嶋委員

の質疑を許します。 
○宮嶋委員 
 １０６ページ、総務使用料の人権啓発センター使用料についてお尋ねします。同和会館、人

権啓発センターの平成２２年度使用料の内訳をお願いいたします。 
○人権同和政策課長 
 同和会館及び人権啓発センターの使用料の内訳をご説明申し上げます。同和会館会議室及び

冷暖房の使用料といたしまして、立岩会館が１万９３７７円、伊岐須会館が４１万７６１０円、

合計で４３万６９８７円でございます。人権啓発センターのほうで会議室及び冷暖房使用料と

いたしまして、穂波センターで３万９３１０円、筑穂センターのほうで５万２３００円、合計

で９万１６１０円となっております。 
○宮嶋委員 
 それぞれの同和会館、人権啓発センターの平成２２年度の利用者数を教えてください。 
○人権同和政策課長 
 利用者数につきましては、平成２２年度で立岩会館が５,７７６名、伊岐須会館で５,８２７
名、穂波人権啓発センターで４,９４２名、筑穂人権啓発センターが２,３５０名となっており
ます。 
○委員長 
 次に、１０６ページ、宮嶋委員の質疑を許します。 
○宮嶋委員 
 １０６ページ、土木使用料、市営住宅の使用料についてという欄で、資料が６ページから９

ページまで出ておりますが、住宅使用料が減ってきているようです。新しい団地もできており

ますのに減っているようですが、状況と減っている原因ですね、これを教えてください。 
○建築住宅課長 
 資料に基づきまして説明をさせていただきますと、住宅使用料の現年度分、調定額でござい

ますが、６億４３２１万１６００円に対しまして収入済額が５億９３６２万９６００円でござ

います。収納率といたしましては９２.２９％となっております。また過年度分、これは滞納分
でございますが、これにつきましては調定額１億５９２８万２０３４円に対しまして収入済額

が１８４３万５００円でございます。収納率といたしましては１１.５７％となっております。
全体でいいますと調定額８億２４９万３６３４円に対しまして、収入済額が６億１２０６万１

００円で収納率７６.２７％となっております。収納率につきましては合併当時から平成１９年
度にかけましては収納率が上がる傾向でございましたけれども、平成２０年から収納率が１％

程度毎年下がっているという状況でございます。その原因ということでございますが、平成１
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８年の合併のときには住宅使用料の統一を図っておりますが、その際に使用料が上がる方につ

きましては激変緩和措置ということで３年間の傾斜をかけて使用料を徴収する方法を取ってき

た関係がございます。１年ごとに使用料が少しずつ上がっていき、平成２１年度から通常家賃

になるようにしておりました。また住宅の新築の場合、移転においても使用料が上がりますの

で、５年間の傾斜で使用料を徴収することとしておりまして、６年目に本来家賃になるという

ような取り方をしておりました。そのようなことで使用料が年々ふえていくということも収納

率が下がっている原因の１つかと思いますが、平成２０年以来経済不況ということもありまし

て離職や収入の減、そういうものも原因の一部ではないかと思っております。 
○宮嶋委員 
 なかなか使用料が上がったら入ってくるのが少なくなるというような話、なかなか払えない、

滞納が増えてくるということですかね。それから今の状況は資料の８ページにあるんですが、

その前の６ページ、７ページにずっと空き家の状況を出していただいております。それを見ま

すと、平成２２年度ですね、空き家が３６９です。その後にいわゆる政策空き家とか諸々の名

前が書いてあって、最後は修理が不可能なのだということで数が上げてありまして、これが総

合的に３００いくらになるんだと思いますが、この空き家の種類について説明をお願いいたし

ます。 
○建築住宅課長 
 資料に基づきまして、これは平成２３年３月３１日現在の状況でございますが、その時点で

３６９戸の住宅が空いております。内訳といたしましては、政策的に建て替え予定などがある

住宅については公募を停止しています住宅が１７０戸、それが政策空き家でございます。通常

の空き家が１９９戸でございます。その１９９戸の内訳でございますが、予算の範囲内で修理

を行いまして、公募が可能な通常空き家が１３７戸、補修費等が多くかかるために他の補修状

況を見ながら終了して公募をしている住宅が１２戸でございます。残りの５０戸につきまして

は地盤沈下などによりまして補修が困難なものということで、その５０戸を上げております。 
○宮嶋委員 
 政策空き家という１７０戸ですかね。これはいわゆる災害だとか緊急に避難しないといけな

い、こういう方たちのためにわざとと開けてあるという住宅ですかね。 
○建築住宅課長 
 政策空き家に上げております１７０戸といいますのは、建て替え予定がある住宅の分でござ

います。そういう緊急避難的に提供する住宅につきましては、別途、通常空き家予算範囲内で

修理を行い公募可能な１３７戸のうちに入っております。 
○宮嶋委員 
 １３７戸のうち、何戸ぐらいがそういうことで確保しているんですか。 
○建築住宅課長 
 現在１０戸ぐらいの住宅を確保しております。 
○宮嶋委員 
 そうすれば、あと１２７戸ぐらいはこれは修理をしなくても入れるんですよね。わかりまし

た。１２７戸については修理をすれば入れる空き家だということで、空き家は空けておくと収

入がないわけですよね。やっぱり家は住まないと傷んでいく部分もありますんでね、これ補修

費かけて補修して、これを募集にかけようと、全部いっぺんにというのは無理かもしれません

けど、年度ごとに何戸ぐらいは修理して空き家募集しようというふうな考えはあるんですか。 
○建築住宅課長 
 空き家の補修につきましては、比較的新しい住宅とか需要の高い住宅、利便性のいい住宅な

どを積極的に補修をいたしまして公募をしております。利便性が悪い所とか建設年度が古い住
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宅、また２階建ての住宅などは応募が少ないわけでございますが、補修を行いまして公募して

も応募のない住宅もございます。限られた予算の中で費用対効果なども十分に考慮した上で補

修をしておりますので、年４回の公募の時期に公平な空き家募集を考えながら補修をしており

ますので、できるだけ多くの補修を行いまして、入居者増につなげていきたいと考えておりま

す。 
○宮嶋委員 
 ぜひ予算の範囲内でということでなくて、予算をふやしてでも空き家をなるべく無くして、

いま本当に民間で高い家賃で苦労してある方がたくさんいらっしゃるんですね。市営住宅いっ

ぱい空いているじゃないかと、何で入れんかというのが皆さんから聞こえてきます。ぜひ、で

きるだけそういう整備をしていただいたら、わずかでしょうけども収入がふえていくわけです

から、ぜひその辺をよろしくお願いいたします。 
○委員長 
 続いて１０８ページ、宮嶋委員の質疑を許します。 
○宮嶋委員 
 １０８ページ教育使用料、健康の森公園の多目的施設について、これは利用料状況がどうい

うふうになっているのか教えてください。 
○生涯学習課長 
 健康の森公園多目的施設につきましては、平成２１年８月にオープンいたしました。２１年

度トレーニング室、エアロビクス室、会議室を利用された方は月平均で１,８５３人程度であり
ましたが、２２年度におきましては施設の周知が図られたこともあり月平均で５００人以上増

加しております。だいたい毎月、２,４００人前後の方が利用されております。ちなみに２１年
度が８月から３月までの８カ月間で１４,８１９人の方に利用いただいております。２２年度に
おきましては１２ヵ月間で２９,２７０人の方に利用いただきました。 
○宮嶋委員 
 利用される方はどういう年齢層の方が多いのか、その辺をちょっと教えてください。 
○生涯学習課長 
 多目的施設を利用されている方々の年齢層ですが、年齢別の利用状況等の統計を取っており

ませんので、正確なお答えになるかどうかわかりませんが、受付のほうで確認をしたところに

よりますと、午前中につきましては６０歳以上の男女の方々、それから午後になりますと３０

歳代から５０歳代の女性の方、それから夜間につきましては、２０歳代から４０歳代の男性が

比較的多いように見受けられます。 
○宮嶋委員 
 せっかく立派な施設ができているんですから、たくさんの方に利用していただきたいなとい

うふうに思います。なかなか場所が一番外れにありまして、高台にありまして、交通の便が悪

いということもあります。コミュニティバスの今後がどういうふうになるかわかりませんけど

も、ぜひそういう交通のことも考えて、充実していただきたいというふうに申し上げて終わり

ます。 
○委員長 
 次に、質疑事項一覧表以外の質疑を許します。質疑はありませんか。 
（ 他になし ） 
質疑はないようですから、第１１款地方交付税から第１４款使用料及び手数料までの質疑を

終結いたします。 
次に、第１５款国庫支出金から第２２款市債、１１０ページから１３６ページまでの質疑を

許します。まず、質疑事項一覧表に記載されております１２２ページ、宮嶋委員の質疑を許し
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ます。宮嶋委員。 
○宮嶋委員 
 １２２ページ、基金運用収入ということで、この１２２ページに基金運用収入の決定額が記

載されていますが、２０１０年度の主な基金の規模、また積み立てや取り崩しなどの状況、ま

たは基金の預金利子や運用収入について説明をお願いいたします。 
○財政課長 
 それでは基金の動きにつきまして、決算の成果説明書、黄色の表紙のこの資料の７８ページ、

この資料で説明をさせていただきます。７８ページには基金の現在高状況についての表を掲載

しておりますが、この状況の表で主な基金の積み立てや取り崩しの状況についてご説明いたし

ます。表の一番上に記載しています財政調整基金、これは新規に平成２１年度からの繰越金の

約２分の１にあたる６億１６０８万５千円、これが新規積み立てのところで計上しております

ものでございます。２２年度につきましては行財政改革による人件費等の歳出抑制や普通交付

税が増額をしましたことなどによりまして、歳入が増加いたしまして財源不足となりませんで

したので、財政調整基金の取り崩しの欄はゼロでこれを取り崩さずに決算ができております。

これによりまして２２年度末の残高、一番右端の欄に残高を記載しておりますが約４３億３６

００万円というふうになっております。その下に減債基金について記載しておりますが、これ

は市債償還の財源に充てることができる基金ですが、これにつきましては２２年度の財源に余

裕ができましたので、将来の公債費の償還に備えるために災害援護資金償還分と別に４億５８

９５万７千円、２２年度で積み立てることができております。これによりまして右端の欄の２

２年度末残高が約１３億７８００万円となっております。その他の基金につきまして、取り崩

しの欄に数字が上がっておりますが、各々の設置目的にある該当事業に応じた額を取り崩しい

たしまして、運用おこなっております。 
次の７９ページに基金の運用状況について資料をつけております。右側の方に、平成２２年

度の預金利子及び運用収入の内訳についての表を掲載いたしております。上の表に記載の大口

定期預金等による預金利子の合計額が、約５４８０万円で、これは利率の低下などにより前年

度比２１００万円ほど減少いたしております。下の表の方に国債、仕組み債等による運用収入

の合計額が約２０２０万円となっております。これは前年度より２８００万円ほどの減少して

おりますが、主な要因といたしましては、円高の影響により米ドル建ての仕組債これで収入が

なかったことによるものでございます。 
○宮嶋委員 
 いま言われました仕組債ですが、円高の関係で収入がなかったということですけど、元金が

減るとか、損をするということはないわけですね。 
○財政課長 
 元本は保証をされております。 
○委員長 
 １２４ページ、宮嶋委員に質疑を許します。 
○宮嶋委員 
 利子及び配当金の新筑豊青果株式会社株式配当金についてお尋ねいたします。持ち株会社が

アインバンドホールディングスという会社名に変更になっているのではないかなというふうに

思いますが、この配当金というのは旧の会社名のままで変化がないようですけどこういうこと

なるんですかね。 
○農林課長 
 持ち株会社のアインバンドホールディングスになりましたのが、平成２２年の２月でござい

ます。従いまして、このことから予算書にはアインバンドホールディングスで掲載をさせてい
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ただいていましたが、その後取締役会の決定によりまして、従前の新筑豊青果として配当があ

るとの決定がなされたことによりまして、このような記載をさせていただいています。 
○宮嶋委員 
 予算との整合性と思いましたけれども、今後もこの名前のままくるということですか。 
○農林課長 
 これは今回のみの措置だというふうに考えています。 
○宮嶋委員 
 株の配当金、これの収入がここ何年同じ金額がずっときておりますが、上がったり下がった

りという、下がらないほうがいいですけど、上がったりということはないんでしょうか。 
○農林課長 
 配当金の上限が１株６円ということになっておりまして、従前からこの６円が配当されてお

ります。ただしご指摘のように会社の経営状況によりましては、最悪で無配ということも考え

られますが、現在のところ６円が引き続き当分の間大丈夫じゃないかなというふうに考えてお

ります。 
○宮嶋委員 
 ６円から上がることはないんですか。 
○農林課長 
 これにつきましては、そのように決まったものですから現在では６円というのが上限になっ

ております。 
○委員長 
次に行きます。１２４ページ、江口委員に質疑を許します。 

○江口委員 
 市有土地売払い収入についてお聞きいたします。この市有土地の売払い、未利用地について

少しでも財政に寄与するために売払っていくわけですが、その手順としてはどのような形にな

るのか、まずお聞かせください。 
○管財課長 
 市有土地の売払い方法につきましてご説明いたします。市有土地の売払いについては、普通

財産として行政財産として用途がない土地につきまして、一般競争入札方式を基本として売却

を行っております。それ以外に国、県が行う公共事業用地や価格公示方式で売却する宅地につ

きましては、随意契約方式で売却を行っております。また単独利用が困難な小規模な土地につ

きましては、その隣接土地所有者に随意契約方式で売却しています。 
○江口委員 
 土地があるわけですよね、そしてそれを買いたいお客さんがいましたと、そこからその入札

とかに至るまでの過程についてお聞かせいただけますか。 
○管財課長 
 隣接の所有者が土地を求められるというケースでございますが、通常その土地を所管してい

る担当課へ土地の隣接する土地所有者から払い下げ相談が行われるのが一般的でございます。

その後担当課で申請部分の払い下げの可否についての精査を行います。行政財産として保有す

る必要がある場合、ない場合そういった可否を決定し、売却することに問題がないことを確認

した上で管財課が所管しております事務局であります公有財産調整委員会において、当該行政

財産であれば行政財産の用途の廃止及び売却についての審議をおこないます。その後隣接土地

所有者への売却を行ってまいります。 
○江口委員 
 まず１点、隣接する土地所有者でない方が買おうとした場合にも同様の形と理解してよろし
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いですか。 
○管財課長 
 隣接土地所有者でない場合につきましては、一般的には一般競争入札方式もしくは価格公示

方式になろうかと思います。 
○江口委員 
 ですから、入札が行われてれば、隣接の方ではなくても入れるのは分かるんです。ところが

それがその入札にも出てないと、これは市が持っているのは確実だと。どうやら未利用らしい

と。これを買ってもう一つの別な形をすれば、こういった利用ができるのでこの土地を市のほ

うから譲っていただけないかという方がおられたとします。そういった方々が市に対して申し

出があった場合には、どのような形なりますか。 
○管財課長 
 市有土地の売却の問い合わせについてまず管財課で対応しております。またその土地が行政

財産であれば、管財課から担当課に引き継ぎを行います。同じようになりますが担当課におい

て売却についての可否の調査協議を行い、その結果を売却申請者に説明することしております。 
○江口委員 
 基本的にそうなると管財課のほうから担当課へつなぐ、もしくは直接担当課に行くと担当課

のほうで払い下げが妥当かどうかの確認を行うと言われましたが、そうすると担当課でのみの

判断でまず第１段階としてそれが払い下げできるかどうかが決まるという理解でよろしいです

か。 
○管財課長 
 行政財産として管理しておりますのは、所管課のほうが管理しておりますので、まずは所管

課のほうでその土地が行政財産として必要なのかどうかの判断をしていただくというようなこ

とになろうかと思います。その場合、その土地の売り払いについてできるというような形にな

れば公有財産調整委員会のほうに諮っていくと。その過程の中で管財課のほうが関与をいたし

まして、その辺の指導を行う場合もございます。 
○江口委員 
 一応問題があるケースというのがそうやって申し込みをしました、だけれど担当課のほうで

行政財産でまだ使うんだと言い張れる場合だと思うんです。そのときにいいよといったときに

は、公有財産調整委員会に行くので、これについては問題がないですが、問題は現実にその未

利用だねと思いながらも、担当課に行くと、いやいやこれは大切なんだとこれから先々何に使

うかわからないというお話があるかもしれません。でそのときにどう対処するかっていうのが

問題だと思っています。お話の中では協議をするというところがありましたけど、きちんとし

たルールとしてそれをできているのでしょうか。どうなんでしょう。ルールができているので

あれば、これこれこういった基準でそれをやっていくというのがあるのかどうか、それもあわ

せてお聞かせください。 
○管財課長 
公有財産の総括につきましては管財課が担当しております。売り払いに関しましては、公有

財産管理規則に基づきまして財産の管理を指導をする立場にございます。委員ご指摘の所管課

での対応を含め今後は管財課および関係各課において、現在不十分であるチェック体制の検討

を行いまして適正な土地の処分が行われるよう指導してまいりたいと考えております。 
○江口委員 
 いまいみじくもまだまだ不十分だというお話ございました。現実はそうだと思っています。

担当課が言うと、ある意味管財課のほうとしても言いにくい部分はあるかもしれません。だけ

れどもやはりこれだけ財政が厳しいと言いながら、市民の皆様方に我慢をお願いをしている段
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階であります。そしたら担当課が要ると言っても、要るといった理由が妥当なものかどうか、

それについてはきちんと線引きをしてもらわなくてはならないと思っています。そしてそうや

ってきちんと管財課として一定程度のジャッチを行う。そしてそれについてそれが妥当かどう

かという部分を、財務になるのか、行革になるのか分かりませんが、そこら辺できちんとチェ

ックをするという体制が必要であると思っていますが、どちらの部長になるか分かりませんが、

お願いいたします。 
○総務部長 
 いまお尋ねの件でございますけれども、原課のほうが必要であるという財産でその根拠がな

い場合につきましては、当然調査委員会等もございますので、そういう場の中で検討いたしま

して、不要であれば用途廃止という手続きの中で、質問者言われますように不要財産について

は極力処分していくということの方針の中で事務を進めてきたいというふう考えております。 
○江口委員 
 となればそういったケースについては、公有財産調整委員会のほうで必ずジャッジメントと

するというふうな理解でよろしいですか。担当課は要ると言った、だけれどもそれについて申

し込みがあったものについても、公有財産調整委員会にかけていくという理解でよろしいです

か。 
○総務部長 
 どちらの場合か知りませんけれども不要ではないかというご意見があれば、それについて真

摯に対応してまいりたいというふうに考えています。 
○江口委員 
 不要ではないか分かりませんが、その売却の申し込みがあっていれば、それについては担当

課が必要だという話があっても、公有財産調整委員会の中できちんと判断をするということで

よろしいですか。 
○総務部長 
 質問者言われましたけども、事務手続きの問題になりましょうが、行政財産として使われて

いないもの、将来予定のないものにつきましては適切に処理をしてまいりたいというふうに考

えています。 
○江口委員 
 こだわるようなんですが、担当課としても行政財産として将来使うかもしれないからという

ところで抱え込むわけなんです。問題はそういうケースだと思うんです。現実使っているもの

については行政財産として使っていますので、これはだめなんですよ。これは先方さんも理解

されると思うんですが、問題は将来使うかもしれないといったところで抱え込む、それについ

て市としてそれが果たしていいのというところですよね。対局的に見れば、いや、そうは言っ

ても、ここは処理をしてしまおうというのが出てくるだと思うんです。そういった部分につい

てきちんとやらなくてはならないので、問題はそういった将来必要かもしれないと思っている

部分についても、きちんと判断をするところが必要だというとこで、いま管財課のほうはそれ

を協議をした上で不十分なので、協議をするというお話をされた。部長のほうで公有財産調整

委員会というやつを持ち出されたので、その場のほうで将来の分についてはやっていただける

という理解でよろしいですか。 
○総務部長 
 推定の話でございますので、財産の規模等にもよりますけれども適切に公有財産調整委員会

を活用するのか、関係部署で協議の中で事務を進めるのか、全庁的な対応が必要であればそう

いった形での対応を進めますし、必要でないものについては基本的には処分していくというの

が市の方針でございますので、そのように事務を進めてまいりたいと考えております。 
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○江口委員 
 全て公有財産調整委員会に回すと手間がかかってしょうがないという部分があると思うんで

す。その分についてはきちんと基準をつくって、これについては公有財産調整委員会で取り上

げる。そうでない分についてはどこどこの決断でやるという部分を早急に決めていただきたい

と思っております。よろしいですか。 
○総務部長 
 いま現実的には作業をしておると思っておりますけども、不足分がありましたら管財のほう

に相談いただければ適切に処理をしてきたと思っとりますので、よろしく願いたします。 
○江口委員 
 重ね重ね言いますが、不足分があると思うので管財課長の先ほどの発言になったと思ってお

りますし、私も同様に思っております。ぜひよろしくお願いをいたします。 
○坂平委員 
 公有財産検討委員会、この規定は何か設けてあるんですか。 
○管財課長 
 公有財産管理規則がございます。それと審議する場といたしましては公有財産調整委員会が

ございます。 
○坂平委員 
 そしたらいま江口委員が言われました、申し入れがあった場合、どのくらいの期間でその委

員会を開催して回答を出されるんですか。 
○管財課長 
 委員会のほうは大体月に１回程度開催予定としておりますので、その案件が整うかどうか、

調整が整うかどうか、原課のほうである程度調整していただくということで、１カ月の場合も

ありましょうし、３カ月程度、その他周辺の土地の関係もございますので、そういった場合も

ありましょうから一概には期間がどのくらいというのはちょっと言えないと、原課のほうが提

案で上げてくるという形になろうかと思います。 
○坂平委員 
 それは少しおかしいんじゃないですか。期間を、その１カ月の場合もあれば、３カ月かかる

場合もあると。それは規定を設けるんであれば、月に１回やっているんであれば、１カ月なら

１カ月、２カ月なら２カ月という公平にね、やっぱりすべきじゃないですか。忙しかったから

できなかったとか、メンバーがそろわなかったから開催できなかったとかいうことやなくて、

そしていうように保有財産この分について将来、計画があるかないか、これについてどのぐら

いの先の計画を考えてあるのか、そのあたりもある程度明確にしていただかないと、先ほどか

ら言うようにこれだけ財政的には厳しい状況でございますので、いま現在市の保有財産と市有

地というのはかなりの空き地、使用してない土地がかなりあると思うんですよ。こういうもの

をやっぱり売り払いながら定着住民をふやすような政策もやっぱり今後考えていかなきゃいか

ん。これを行政ができなければ民間に移譲してそういうこともインターネットあたりで公表し

て市報等に載せながら、定住をふやすような考え方もいまから先、絶対的必要な案件だろうと

私は思います。だからそういったところで公然と皆さんが飯塚に土地が十分にあるよというこ

とをやっぱり公表しながら、こういう規定の中で手続きを踏めばできますよというものを、や

っぱり明確にすべきだろうと思います。そういうことを今後きちっと明確に、ある一定の期間

を設けて提示をしていただきたいというふうに思いますので、お願いをしておきます。 
○委員長 
 次に行きます。１２４ページ、宮嶋委員に質疑を許します。 
○宮嶋委員 
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 １２４ページ、ただいま詳しく説明を受けましたので、取り下げさせていただきます。 
○委員長 
 続いて１２６ページ、宮嶋委員に質疑を許します。 
○宮嶋委員 
 １２６ページ、延滞金です。市税滞納延滞金についてということで、延滞金について減免申

請を行うことができるというふうに聞きましたけれども、内容を教えてください。 
○納税課長 
 延滞金の減免の法的根拠でございますけども、市町村民税につきましては地方税法第３２６

条の３項、固定資産税につきましては第３６９条の第２項、軽自動車税につきましては第４５

５条第２項にそれぞれ規定されております。またその運用に際しましての具体的な減免の該当

項目につきましては、飯塚市税条例施行規則第５条に規定してございます。 
○宮嶋委員 
 どういう方が申請できるのかということを聞きたいんですが。 
○納税課長 
 どういう方が申請できますかということですけれども、この延滞金というのはのは滞納税に

ついてきます。従いまして滞納されましてそれを納付できなかった場合には年利１４.６％とい
うふうな形でついてまいります。従いまして納付するけども借り入れ等々で納付される方もお

られます。そういうふうな場合にもこれしかお金がございませんというふうな形とか、いろい

ろケースはございますけれども、一例あげますと銀行から借り入れて、そして返すけども、ど

うしても延滞金が半分程度までしか届かないというふうなことのときに、この減免規定等を利

用いたしまして、残りの延滞金を減免するというふうなことになるようなこともございます。 
○宮嶋委員 
 昨年度どのくらいの件数があったか教えていただけますか。 
○納税課長 
 運営実績でございますけども、平成２２年度は１２件となっております。その前年の２１年

度は２２件でございました。 
○委員長 
 続いて１２８ページ、宮嶋委員に質疑を許します。 
○宮嶋委員 
 １２８ページ、雑入、新弁分団地共用施設維持管理入居者負担金というのがありますが、こ

れの説明をお願いします。 
○建築住宅課長 
 この負担金等といいますのは、新弁分住宅は全戸で１５５戸を建設しておりますが、平成２

１年度までに完成しまして、平成２２年度に移転入居していただくまで、入居済みの戸数は１

２０戸でございます。のこり３５戸につきましては、平成２３年度から負担してもらうように

しておりました。全ての戸数が完成し、入居されるまでの期間は、浄化槽の維持管理にかかわ

る経費のうち、１２０戸の分だけは、共益費は市が入居者の方から一旦受け入れまして３５戸

分の補てんをして、委託料として管理業者に支払っているものでございます。 
○宮嶋委員 
 いま浄化槽のことだけ言われましたけど、そのほかの部分もあるんじゃないですか。いわゆ

る共益費として住民の方から受け取ってある金額ということではないんでしょうか。 
○建築住宅課長 
 その電気代も含みます。水道代とかも一緒でございます。 
○宮嶋委員 
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 建築途中だからということだろうと思いますが、平成２３年度中に全員あらかた入居してし

まえば、来年度からはもうこういうのはなくなるんですか。 
○建築住宅課長 
 全戸入居が済みましたら、それぞれの住宅で管理していただいて、そこで直接支払っていた

だくという形になります。 
○委員長 
 続いて１２８ページ、宮嶋委員に質疑を許します。 
○宮嶋委員 
 １２８ページ、雑入、幼稚園バスの利用料についてですが、現在の利用状況を教えてくださ

い。 
○学校教育課長 
 資料の１４ページにございますが、平成１９年度の１０月から幼稚園バス利用料を収納して

おります。２０年度から申しますと２０年度の庄内につきましては、延べ人数で年間通して７

４９人、頴田につきましては８３９人、合計で１,５８８人で収納額は１５０万６５００円、２
１年度につきましては庄内が６８５人、頴田が７６３人、合計１,４４８人で１３３万３５００
円、２２年度につきましては、庄内が６４５人、頴田が７４１人、合計１,３８６人で１２７万
５００円となっております。 
○宮嶋委員 
 述べ人数でいわれましたけど、実人数というのはわかりますか。 
○学校教育課長 
 実人数と申しますと毎月利用している方につきましては、１４ページに掲載しております。

例えば２２年度の５月でございましたら、園児数が７９人に対しまして、利用者は５５人と、

頴田につきましては園児数８１人に対しまして利用者数７０人というふうになっております。 
○宮嶋委員 
 利用が減ってきておりますが、値上げということが大きな原因ではないかなと思いますけど、

走っている範囲というか、これがこの辺まで延ばしたらもっとふえるよというような保護者の

方からの声とかそういうのはありませんか。 
○学校教育課長 
 これは当初の約束といいますか、頴田につきましては頴田町内を走ると、庄内につきまして

は庄内町内を走るということでずっときておりまして、それに関しまして保護者の声といいま

すのは、今のところ私どものほうには届いておりません。 
○宮嶋委員 
 範囲から出ないというふうに最初から決まっているわけですね。ぜひ、できればせっかく走

っているんですから利用していただけるような方法に改善していったらどうかなと思いますの

で、走れないのかどうかちょっとわかりませんけど、その辺の工夫をお願いしてこの項は終わ

ります。 
○委員長 
次に質疑事項一覧表以外の質疑を許します。質疑ありませんか。 

（ な  し ） 
他に質疑はないようですから第１５款国庫支出金から第２２款市債までの質疑を終結いたし

ます。 
暫時休憩します。 

休 憩 １６：０６ 
再 開 １６：１６ 
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委員会を再開いたします。 
認定第１号から認定第１４号までの以上１４件については、本日の審査をこの程度にとどめ

明日１０月２７日、午前１０時から委員会を開き審査したいと思いますが、ご異議ありません

か。 
（ 異議なし ） 
ご異議なしと認めます。よってそのように決定いたしました。以上をもちまして平成２２年

度決算特別委員会を散会いたします。お疲れ様でした。 


